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予算特別委員会審査記録 

 

日  時   令和２年２月２６日（水）午前１０時００分～午後２時４０分 

 

場  所   城南衛生管理組合本庁管理棟２階大会議室 

 

出席委員        谷  直 樹  委 員 長 

岩 田 芳 一  副委員長 

亀 田 優 子  委  員 

清 水 章 好  委  員 

馬 場  哉   委  員 

木 村 武 壽  委  員 

若 山 憲 子  委  員 

大 河 直 幸  委  員 

坂 本 優 子  委  員 

関 谷 智 子  委  員 

長 野 恵津子  委  員 

松 峯  茂   議  長（オブザーバー） 

小 北 幸 博  副 議 長（オブザーバー） 

 

 

説 明 者           山 本  正   管 理 者 

奥 田 敏 晴  副管理者 

堀 口 文 昭  副管理者 

信 貴 康 孝  副管理者 

西 谷 信 夫  副管理者 

島 田 智 雄  井手町参与 

野 村 賢 治  専任副管理者 

その他幹部職員 

 

付託案件  議案第５号 令和２年度城南衛生管理組合一般会計予算 

 

審査方法  付託案件については歳出から審査を行い、その方法及び順序は、次の

とおり。 

①議会費、総務費、公債費、予備費を一括して審査 

②衛生費を一括して審査 

③歳入を一括して審査 

④総括質問 

⑤討論 

⑥採決 
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午前１０時００分開会 

 

○谷 直樹委員長 おはようございます。会議前の連絡事項についてご報告を申し

上げます。 

 本委員会に報道機関より傍聴及び写真撮影の申し出がありましたので、委員長

においてこれを許可しております。 

 ただ今の出席委員数は１１人全員であります。汐見副管理者より欠席の届け出

があり、島田参与に出席いただいておりますので、ご報告いたします。既に定足

数に達しておりますので、委員会は成立をいたしました。 

 ただ今から予算特別委員会を開会いたします。 

 議事に先立ちまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 本日は松峯議長、小北副議長をはじめ、委員各位並びに正・副管理者におかれ

ましては、何かとご多忙の折にもかかわりませず、本委員会にご出席をいただき

まして厚くお礼を申し上げます。 

 本委員会は、去る２月１４日の本会議において設置をされ、同日に開催をされ

ました第１回目の委員会で正・副委員長を互選の結果、委員長には私、谷が、副

委員長には岩田芳一委員さんが選出された次第でございます。 

 まことに不慣れで、委員の皆様方には何かとご迷惑をおかけすることがあるか

と存じますが、その点ご容赦をいただきまして、ご協力のほどをよろしくお願い

申し上げます。 

 それでは、ただ今から予算特別委員会を開会いたします。 

 あらかじめ管理者から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

 山本管理者。 

 

○山本 正管理者 皆さん、おはようございます。 

 本日ここに令和２年城南衛生管理組合予算特別委員会が開催されましたところ、

谷委員長、岩田副委員長をはじめ、委員各位におかれましては何かとご多用中の

ところ、ご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。また、松峯議長、小北副議長

におかれましては、公務ご多忙中にもかかわりませず、ご臨席を賜り、まことに

ありがとうございます。 

 令和２年度は、組合運営の基本方針でございます安心・安全な工場運営、住民

感覚に沿った行財政改革、及びさらなる循環型社会の構築の３つの方針のもと、

廃棄物処理施設の計画的整備と適正な維持管理に努め、安定した廃棄物処理事業

を継続するともに、ごみ中継施設の更新事業を推進し、本庁移転及びクリーン２

１長谷山の老朽化に伴う整備計画の検討、策定を進めることとしています。 

 また、広域行政のスケールメリットを発揮し、市町と共同して、さらなるごみ

の適正処理・減量・再資源化などの施策を中心に、安心・安全な廃棄物処理事業

を推進することとし、令和２年度一般会計予算の編成をいたしたところでござい

ます。 

 令和２年度予算の内容につきましては、「一般会計予算書及び予算説明書」並

びに議案第５号参考資料「令和２年度当初予算案の概要」のとおり、取りまとめ

をいたしたところでございます。 



 

3 

 それでは、案件の詳細につきましては担当より説明を申し上げますので、よろ

しくご審議をいただき、ご可決を賜りますようお願いを申し上げます。 

 

○谷 直樹委員長 議事に入ります前に、本委員会に付託をされました議案第５号

の審査の方法についてお諮りをいたします。 

 審査の方法については、歳出から審査を行うこととし、議会費、総務費、公債

費、予備費について一括して審査をしたいと思います。次に、衛生費について審

査をしたいと思います。次に、歳入については、全款を一括して審査をし、最後

に総括質問を行うことにいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷 直樹委員長 ご異議がないようですので、ただ今申し上げました方法で審査

を行うことといたします。 

 

［議会費・総務費・公債費・予備費］ 

 

○谷 直樹委員長 これより審査に入ります。本委員会に付託されました議案第５

号、令和２年度城南衛生管理組合一般会計予算を議題といたします。 

 これより当局の説明を求めます。説明については、審査の順序に従いまして、

各項目ごとに受けることにいたします。 

 それではまず、議会費、総務費、公債費、予備費について一括して説明を求め

ます。 

 西岡事業部長。 

 

○西岡正喜事業部長 それでは、議題となりました議案第５号、令和２年度城南衛

生管理組合一般会計予算のご説明を申し上げます。 

 なお、以下の説明におきまして、令和２年度一般会計予算書及び予算説明書に

つきましては「予算書」と、別冊の議案第５号参考資料令和２年度当初予算案の

概要につきましては「概要書」と呼ばせていただき、ご説明申し上げたいと存じ

ます。 

 最初に、歳出の説明に入ります前に、令和２年度予算についての総括的なご説

明をさせていただきたいと存じます。概要書の表紙と目次をめくっていただき、

ページの１ページをご覧いただきたく存じます。 

 一番下に記載をいたしましたが、令和２年度当初予算総額といたしましては４

２億３,６４１万１,０００円となり、対前年度比較では３億９,８８２万８,００

０円の減少となっております。 

 また、事業費を賄います市町分担金につきましては３２億５,９０６万円となり、

対前年度比較で２７２万８,０００円の減少となっております。 

 次に、概要書の１６ページをご覧願います。 

 事業費及び分担金の推移をグラフでお示しいたしております。棒グラフが事業

費、折れ線グラフが市町分担金でございます。 
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 グラフのとおり、これまでも、建設事業の実施や団塊の世代の退職者数の増に

より歳出総額が増加する中でも、市町分担金につきましては、負担の平準化に最

大限努めてまいりましたが、令和２年度についても、引き続き発電収入などの分

担金以外の財源の的確な確保を図るほか、し尿やごみの各施設の維持管理経費の

減や人件費の減など、分担金への負担要因が減少しましたことにより、市町分担

金につきましては、前年度比較２７２万８,０００円の減少となるものでございま

す。 

 なお、折れ線グラフのとおり、市町分担金につきましては、平成２１年度まで

は４０億円台を超える規模で推移しておりましたが、近年についてはおおむね３

０億円台の前半で推移しており、これまでの行財政改革の取り組みによりまして

累積効果が一定あらわれているものとなっております。 

 それでは、歳出予算につきまして、議会費、総務費並びに公債費、予備費の順

にご説明を申し上げます。 

 まず、予算書１２ページをご覧願います。 

 議会費からご説明を申し上げます。議会費では、組合議会議員２２人の報酬２

００万６,０００円をはじめ、旅費１８５万５,０００円、会議録反訳調整に係り

ます委託料として７５万８,０００円などを計上いたしております。これらを含め

た議会費合計では４７１万９,０００円となっております。 

 次に、総務費についてご説明申し上げます。予算書１３ページから１７ページ

の総務費では、組合の事務部門の管理運営に要する人件費及び物件費等を計上い

たしております。 

 それでは、費目ごとに順次、ご説明を申し上げます。 

 最初に、予算書１３ページから１４ページの一般管理費をご覧願います。 

 予算額は、特別職７人の給与１,３６１万４,０００円及び再任用短時間勤務職

員を含む一般職員１０２人中、管理部門に属する３４人分の給与２億８,９４３万

４,０００円を計上いたしましたほか、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の給

与、職員健康診断等の委託料など、総額３億４,５９２万９,０００円を計上いた

しております。 

 人件費の状況につきましては、概要書の４ページをご覧願います。令和２年度

は、令和２年１月１日現在の人員及び給与をもとに定期昇給などを考慮し、計上

いたしております。 

 人件費の総額は７億９,３７７万９,０００円で、対前年度比較２,０８４万８,

０００円、２.６％の減少となっております。 

 人件費に関連いたしまして、概要書の１８ページから１９ページをご覧願いま

す。 

 ここでは、平成２５年度以降に取り組みました行政改革等としての職員給与の

適正化や令和２年度の民間委託の状況について記載をいたしております。 

 １８ページに記載のとおり、この間、給与の適正化を着実に進めるとともに、

組織の見直しを実施いたしております。 

 また、安心・安全な工場運営体制の推進といたしまして、概要書２０ページに

ソフト面、ハード面での取り組みの概要をまとめておりますので、ご覧おき願い

ます。 
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 次に、予算書にお戻りいただきまして、１４ページ下段から１５ページの文書

広報費をご覧願います。予算額は、広報紙の発行と環境まつりに要する経費など

９３６万２,０００円を計上いたしております。 

 概要書２５ページをご覧願います。 

 広報広聴事業計画の概要を記載いたしております。 

 令和２年度は情報発信媒体のそれぞれの特性を最大限発揮し、世代を問わず有

益な情報を積極的に発信するほか、地域・大学との連携、協働関係の構築を図り、

さらなる循環型社会の構築に向けた活動を進めることとしております。 

 主な項目といたしましては、これまでも実施しておりますホームページ、フェ

イスブック、広報紙による情報発信に加え、組合キャラクターを積極的に活用し、

より効果的な環境啓発や情報発信を図ることとしております。また、環境まつり

につきましては、折居清掃工場更新事業の完了記念イベントとして、会場をこれ

までの城陽市長谷山エリアからクリーンパーク折居に変更して、実施を計画して

おります。 

 次に、予算書にお戻りいただきまして、１５ページ下段の財政管理費をご覧願

います。 

 基金への積立金など合計４,５９８万３,０００円を計上いたしております。 

 なお、財政調整基金及び転廃業助成基金の現在高の状況等につきましては、概

要書９ページをご覧願います。 

 ①の財政調整基金は、これまで市町分担金の負担軽減を図るため、職員の退職

手当の一部や補正予算の財源の一部に充当いたしております。令和２年度当初予

算では取り崩しを予定せず、令和２年度末現在高を３億８３０万５,０００円と見

込んでおります。 

 また、②の転廃業助成基金でございますが、令和２年度においては、事業協同

組合へのし尿収集運搬業務の委託廃止に伴う清算金として、転廃業助成金が３台

分発生することにより１億１,３６１万円を取り崩すこととしております。 

 一方、転廃業助成基金への積立金でございますが、令和２年度におきましても、

助成金原資の確保のため３,０００万円の定額積立を行うことといたしておりま

す。これにより、令和２年度末現在高を２億４,３３２万１,０００円と見込んで

おります。 

 次に、予算書にお戻りいただきまして、１６ページをご覧願います。 

 会計管理費では、共通事務用品の一括購入費や災害保険料など、合計５５３万

６,０００円を計上し、またその下の企画費では、環境マネジメントシステムに係

る外部評価等謝礼金など、合計５１万２,０００円を計上いたしております。 

 なお、環境マネジメントシステム及び地球温暖化対策につきましては、概要書

の２１ページにその取り組みの概要を記載いたしておりますので、ご覧おき願い

ます。 

 次に、予算書の１６ページ下段の公平委員会費では委員報酬など２万９,０００

円を計上し、１７ページの監査委員費では委員報酬など３０万７,０００円を計上

いたしております。 

 続いて、公債費及び予備費についてご説明申し上げます。 

 まず、公債費でございますが、予算書の２６ページをご覧願います。 
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 令和２年度は、平成２８年度債の折居清掃工場更新事業債等、計４件の元金償

還が開始したことなどにより元金が増加しておりまして、元金で７億１,３８２万

３,０００円、利子で２,２５３万４,０００円、合計７億３,６３５万７,０００円

を計上いたしております。 

 なお、今後の組合債の現在高と償還額の推移につきましては、概要書の１７ペ

ージに現時点の事業計画によります今後の見込みをグラフでお示ししております

ので、そちらをご覧願います。 

 この間、平成２１年度償還額の約１３億７,０００万円をピークに、これまでの

建設事業の財源として借り入れしました起債の償還が順次終了し、太枠の令和２

年度予算の償還額は、ピーク時の約５割となる７億円台となりましたことにより、

義務的経費でございます公債費負担の低減が図られ、分担金負担の縮減にも一定

寄与したものとなっております。 

 公債費の中期的な見込みといたしまして、折れ線グラフでお示しいたしており

ます現在高につきましては、下の表の３番のリサイクルセンター長谷山建設や、

その下４番のクリーンパーク折居の建設に係る組合債発行等の要因により、令和

５年度までは６０億円台を推移いたしますが、その後は減少に転じる見込みとな

っております。 

 一方、棒グラフでお示しいたしております償還額につきましては、今後も折居

清掃工場更新事業債等の償還を予定しておりますが、起債償還負担が重ならない

ように建設事業の実施年度を配慮いたしました結果、償還が集中するようなこと

はなく、安定的な財政運営が図れるものと見込んでおります。 

 次に、予算書にお戻りいただきまして、２７ページ、予備費でございますが、

前年度と同額の５００万円を計上いたしております。 

 以上、歳出予算のうち、議会費、総務費並びに公債費、予備費の説明とさせて

いただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

○谷 直樹委員長 これより、議会費、総務費、公債費、予備費についての審査に

入ります。 

 なお、質問に際しましては、予算書もしくは予算案の概要書の何ページの項目

について質問というふうにお願いいたします。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 長野委員。 

 

○長野恵津子委員 よろしくお願いいたします。 

 予算の概要書の５ページの管理的経費のところを拝見いたしますと、軒並み下

がっている中で、安全推進及び人材育成に関する経費というのだけが少し微増し

ているというところが見られるわけですが、それに関連いたしまして、２点質問

させていただきます。 

 １点目が職員の方々の健康管理についてでございます。現在、実施していらっ

しゃると思いますが、健康診断、こういったもので受診の状況であるとか、それ

から長期の病気により休職していらっしゃる職員さんがいらっしゃるのかどうか、

そのあたりの健康への取り組みについての現状をお聞かせいただきたいと思いま
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す。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 当組合で現在、健康診断の方を行っております。労働安全衛

生法に基づきまして定期健康診断ということで、こちらは基本的には全員受診対

象ということ、それから１２月には特別健康診断ということで、特定業務従事者

の健康診断ということで基本的には工場関係の勤務されている方、実際にはうち

の方ではそれプラス希望者には受診していただけるようにというふうにしており

ますので、実際上、ほぼ全員が対象という形で２回健康診断の方をさせていただ

いています。 

 内容につきましても、法で示されている血液検査、尿検査といった、一般的な

ところプラス胃部の検査、バリウムを飲んでの検査なり、大腸がんの検査、前立

腺検査、こういったのも追加で定期健康診断ではあわせてさせていただいている

という状況であります。人間ドックを受けられる方につきましては、定期健康診

断は受けられておりませんけども、人間ドックを個人で受けられるか、うちの方

で定期健康診断を受けられるというところで、基本的には年２回受診していただ

いているという状況で、基本的にはほぼ全員の方に受けていただいているという

状況になっています。 

 あとは長期の休職者につきましては１名がおられるという状況になっておりま

す。 

 

○谷 直樹委員長 長野委員。 

 

○長野恵津子委員 ありがとうございます。年２回ほどはほぼ全員の方が受けられ

ているということですね。ありがとうございました。 

 長期に休職されている方が１名というのはご病気なんでしょうか。それともお

けがなんでしょうか。その辺だけプライバシー以外のことでちょっとお聞きでき

ればと思いますが。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 内容等につきましては、個人の情報なので、一応、人事行政

の公表なんかでいきますと、心身の故障によるというような形ではさせていただ

いていますけども、ご理解いただきたいと思います。 

 

○長野恵津子委員 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 ２点目なんですけれども、職場環境の改善といいますか、こういった仕事柄、

女性の職員の方が非常に少ないというか、少ないかと思うんですけれども、その

あたりについてのお考えをちょっとお聞かせいただければと思います。全体の職

員の方のうちの女性の今占める割合がどれぐらいなのか、また今後そういった女

性の職員の方を増員すると、そういったお考えがあるのかどうか、その辺のお考
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えをお聞かせください。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 現行の職員全体によります女性職員ですけども、６名おりま

す。全体職員としては８９名になっておりますので、平成３１年４月１日現在で

はありますけども、割合では６.７％という形になっております。 

 また、女性の採用というか、増員ということになりますけども、組合では法律

に基づきまして、女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画というもの

を策定しております。この中で組合全体で継続的に女性職員の活躍推進に向けて

取り組んでいるという状況になります。 

 その目標の中では、当然、増やしていくというようなこともありまして、採用

試験をする段においては、まず受験者数に占める女性割合を３０％以上にすると

いうこと、また女性職員の職域拡大ということで清掃工場配属職員を１人以上に

するというようなところを目標に定めてやっております。今回、採用試験もして

おりますけども、３０％以上というところの部分についてはちょっと未達ではあ

ったんですけども、工場関係の配属職員というのは現在３名おりますので、積極

的に拡大しているというようなところであります。引き続き女性職員ができる職

場というのを、特に工場関係で働いていくところが非常に狭いんではありますけ

ども、できる限りやっていただける職場を拡大させてというようなところで進め

ていきたいというふうには考えております。 

 

○谷 直樹委員長 長野委員。 

 

○長野恵津子委員 ありがとうございます。 

 女性職員の方の採用試験に３０％以上を目指しているということですので、現

状では全然届かない状況であると思いますし、今後もまたぜひご尽力していただ

きたいと思います。 

 と申しますのは、やはりこういったごみとか環境問題は非常に女性の、家庭で

もまた家庭じゃなくても結婚なさる前でも非常に細かな視点といいますか、そう

いったものに日々接していらっしゃる女性は感じるところが多いと思いますので、

そういった意味で非常に大きな戦力になっていく可能性もあると思いますので、

その辺をこれからもぜひやっていただきたい。 

 現状、この施設の中でも女性トイレを私も使わせていただきますけれども、非

常に本当に気の毒だなという思いをするときがございます。それでも、女性なら

ではのいろんなグッズみたいなのでもちゃんと備えていらっしゃって、なかなか

経費がない中、努力されているんだなというのは笑ましく思いましたけれども、

ぜひそれほど大きくお金をかけなくても改造できる点については女性の声を聞い

ていただいて、トイレ１つですけれども、またそういったところも大変重要な部

分かと思いますので、ぜひご検討いただきますようによろしくお願い申し上げて

終わります。 
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○谷 直樹委員長 ほかにございませんか。 

 馬場委員。 

 

○馬場 哉委員 それでは広報についてお聞きをします。 

 予算書の１５ページ、または概要書の２５ページになるかと思うんですけども、

組合ではデジタル媒体による情報発信をされておりますが、ホームページ、また

ＳＮＳ等で旬の情報発信を積極的に取り入れられている自治体はたくさんあるん

ですけれども、当組合もフェイスブックページを開設されまして、リサイクル工

房などの情報をスピーディーに発信されるべく努力をしていただいていると思う

んですけれども、残念なことにフォロワーが少し少な過ぎるように感じています。

閲覧してくださる方を増やす策として、構成市町の担当部課に協力いただいたり

とかページの紹介のリンクを張ってもらうなどの依頼をされてはどうかと思うん

ですけど、その点、お聞きをしたいと思います。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 ３０年１２月からＳＮＳということで、スピーディーに、情

報を発信するというところなり、これまで見ていただけなかった若い世代にも見

ていただけるようにというふうなところでＳＮＳをさせていただいております。

委員ご指摘のとおり、少しフォロワー数が少ないというところは課題であるとい

うふうには理解しております。これまで組合の出展イベントというところで、昨

年であれば、１２月の京都府の環境フェスティバル、こちらの方がありまして、

こちらの方でうちのキャラクターでありますエネキン、こちらを登場させまして、

ＳＮＳ、フェイスブックのフォローをしていただけるような形で名刺を配るなり

して、少しアピールをさせていただいたり、また１２月に京都文教大学の方でと

もいき（共生）フェスティバルというのがございまして、こちらの方でもエネキ

ンの方を登場させて、組合の方のアピールをするというようなところで一定、組

合のアピールをする中で、そういったところへの拡大というのも取り組んではい

るんですけども、なかなか少ない状況ではあるかなというふうに思います。 

 また、最近ではまずは見ていただこうというところで、閲覧数を増やすという

ようなところでフォロワーにはつながってはないんですけども、そういったフェ

イスブック上でのキーワード検索、こういった部分ではひっかかるような形、単

語の使い方とか、そういったところを少し工夫しながら投稿を行っているという

ようなところはさせていただいております。なかなかフォロワー数としては増え

てはいっていないんですけども、そういったところはさせていただきたいという

ふうに思っております。 

 状況につきましては、組合としましても課題というふうに認識しております。

委員のご指摘のように、構成市町の方の担当課なり、そういったところの協力と

いうところも有効かなとも考えますので、実現可能かどうかも含めて、今後、研

究の方はしてまいりたいというふうに思います。 

 また、この場をお借りしてのお願いとなり、恐縮ではございますけども、議員

各位におかれましても、フェイスブックなりをご活用されている方がいらっしゃ
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いましたら、ぜひともフォローの方をしていただければというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

○谷 直樹委員長 馬場委員。 

 

○馬場 哉委員 今、なかなか難しいというお話がありましたけれども、ＳＮＳの

情報発信は記事の内容を含めて難しい面が多々あると思うんですけども、概要書

の４にも記載されていますとおり、また今、大学との連携ということを触れられ

ましたので、京都文教大学との連携を検討する中で、当組合が策定している地球

元気プランに基づいて、さらなる循環型社会の推進に向けた取り組みと発信を次

世代の大学生と共同で行うというのをぜひ考えていただきたいと思いますけども、

その点、大学との連携についてもう少しお話を頂戴できたらと思います。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 ＳＮＳ活用につきましては、若い世代への情報発信というと

ころにも有効だというふうに考えております。また、大学との連携ということに

なりますけども、この間、平成３０年度、令和元年度、この２年間、文教大学さ

んの授業の中で組合の課題なり地域の生活環境問題、こういったのを課題に、テ

ーマというようにさせていただきまして、授業の中でそういったところに取り組

んでいただいているというような形で連携させていただいております。来年度に

つきましても、引き続きそういったところは連携していきたいというふうに考え

ていますので、例えばそういう連携のテーマの中でそういったＳＮＳ発信、そう

いったところをテーマにしまして、若い世代の意見を反映させる方法、こういっ

たのも検討していくなり、先方と協議するというようなところができれば、より

有効な方法があるのではないかなとも考えておりますので、そういったところを

引き続き進めていきたいというふうには考えております。 

 

○馬場 哉委員 ありがとうございます。結構です。 

 以上です。 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 大河委員。 

 

○大河直幸委員 幾つかお聞きしたいと思います。まず、予算書の１５ページの下

段になります転廃業助成基金の積立金のちょっと考え方についてお聞かせいただ

きたいんですが、協同組合が設立されまして、転廃業助成基金については、一括

清算するという方向性が示されているというふうに理解をしているんですが、今

年度も積み立て、来年度も積立金の方が３,０００万ほど計上されています。お聞

きをしますと、今、３台分の清算が来年度予定されているということですが、こ

れについては、清算というのはどのようなテンポで進んでいくのか、協同組合が

設立されることによって、一括清算がされるという理解でしたので、これは積み
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立てがどのテンポで進んで、どのテンポまで継続されるのかということについて、

ちょっとこの考え方を整理して、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 転廃業の基金の積立状況ということでご説明させていただき

ます。 

 原資の方は基本的に分担金で積み立てさせていただいているということで、ト

ータルで本年度、来年度につきましても３,０００万積み立てさせていただくとい

う計画にしております。２年度の３,０００万の積み立て後、まだ原資としては少

し足りませんので、その足らずじまいについては、平成３年度以降に引き続き積

み立てというような形で分担金をいただくことになるかなというように考えてお

ります。その額については、複数年するのか、単年度で３年度で一括していただ

くのか、この辺については来年度の３年度の予算の中でまた構成市町さんの方と

相談させていただこうというふうには考えております。基本的にはそちらの方で

原資も確保できるかなというふうに思っております。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 ですから、令和３年度の時点で一括してこの基金については清算

を行うと。基金については、基本的にはこの清算が行われますから、なくなる方

向だと。そこの部分で今まで事業者の方とご相談されていた金額などについて足

りへん分については、各市町に対して一括してもらうか、それとも分割してもら

うかについては方向性は決まっていないけれども、令和３年度の時点ではこの基

金についてはもうなくなっていくんだという方向で理解したらいいんですね。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 済みません。ちょっと言葉足らずでした。基金としての積立

状況が今の状況で、具体的に言いますと、令和２年度に３,０００万円積み立てさ

せていただいて、残りが大体３,８００万ぐらい不足しておりますので、その部分

については令和３年度で一括でいただくか、複数年にわたって、２年間に分けて

構成市町からいただくか、これは予算の中で協議させていただきたいと思ってお

ります。 

 一方で、転廃業助成の方につきましては、現行で約１０.４３台、本年度末の段

階で残っております。そのうち、まず３台の方を令和２年度で転廃業助成という

形でさせていただきます。今の積立金がきちっとまだ積み立てていないという状

況、それから業者さんの方と協議をする中で、一括でもらうのではなくて、複数

年に分けていただきたいという要望もございましたので、その辺を踏まえまして、

今の計画でいきますと、令和２年度に３台、令和３年度にも３台、令和４年度に

残り台数という形で３年間で清算する考えでおりますので、４年度の段階で転廃

業の方は廃止して、基金の方もゼロになるというような形でご理解いただければ
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と思います。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 わかりました。この転廃業助成基金の考え方については、ご説明

いただいたとおり理解をさせていただきました。 

 次にお聞きをしたいのが、予算概要の１８ページの行政改革のところにも示さ

れています人件費に関してお聞きをしたいというふうに思います。人件費といい

ましても、人員の体制のことでありまして、一般職が昨年と比べまして、来年度

では３人減員というふうになっています。見せていただきますと、総務課担当課

長が減員されるのとクリーンパーク折居について事務事業の見直しにおいて２名

減員ということでありますが、クリーンパーク折居については、具体的にはどの

部分の事務事業が見直されて、減員に至ったのかということについてご説明をい

ただきたいというふうに思います。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 クリーンパーク折居の部分でございますけれども、平成３０

年度から長期包括ということで、ＳＰＣの方に一括で委託して事業を運営してお

ります。当組合としてはモニタリング業務というところがまず主になって、平成

３０年度、１年間運転させていただきました。その中で、一定モニタリングの業

務の方も準備といいますか、きちっとできて、仕組みとしてはでき上がりました

ので、そういった意味で１年間やっていた体制よりは次の年には１名削減させて

いただくというような形で効率的に運営ができるというところでさせていただい

ています。 

 また、クリーンパーク折居の方では引き続き解体業務も実施しておりまして、

３０年度、３１年度で解体業務という形で、そちらの体制の方もクリーンパーク

折居で組んでおりました。２９年度で一定建設の方は完了しておりますので、３

０年度にはその残りの部分も含めて業務にする中で、最終年の３１年度について

は、もう効率的な執行体制というところでもう１名減らせるというような内容に

なりましたので、クリーンパーク折居の方で２名減員した形で３１年度の執行体

制を組んだという状況であります。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 モニタリングについては、また衛生費のところで詳しくお聞かせ

いただければというふうに思うんですが、モニタリングの人員が減っている、解

体業務のところにかかわる人員も減っているということを確認させていただいた

というふうに思います。 

 これ、平成２５年からこれまでの行政改革というふうにまとめられているわけ

ですが、一般職というのはこの本組合ではどれぐらいこの間、減員されているん

ですか。平成２５年から示されている行政改革、ここに示されていますから、そ
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の部分でいうと一般職はどれぐらい減っていらっしゃるのか、ちょっと教えてい

ただいてもいいですか。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 平成２５年当時の一般職員は８９名でありました。一方で、

今回も８９名となっておりますので、２５年度から令和元年度でいけば、特に減

員しているということではございません。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 でしたら、増えたり減ったりして、今のところになっているとい

うことなんですね。 

 

○橋本哲也総務課長 はい。 

 

○大河直幸委員 では基本的な考え方をお聞かせいただきたいんですが、本組合で

いいますと、委託事業がかなりの数を占めています。先ほどのモニタリングの話

もありましたけれども、民間事業者に任せる方向の中で原因が進んでいるのかな

というふうに思うんですが、当然、委託事業者についての管理や指導などについ

ては、本組合が責任を持って当たらなければいけないというのは異論のないこと

かというふうに思います。ただ、危惧するのがこの間何度も言わせていただいて

いるんですが、委託業者にしかノウハウが蓄積されへんようなことがあれば、適

正な委託業者への管理、指導ができなくなるんじゃないかと、要は人員がどんど

ん減る中で、委託事業者に対する依存、言い方がどうなのかあれですけど、依存

がどんどんと強まっていくことによって、本組合がこの民間事業者に対する指導、

管理の徹底の持っている能力を人員が減ることによって失っているんじゃないか

というふうな危惧もあるんですが、この点のところはどのようにお考えですか。 

 

○谷 直樹委員長 栗山施設部長。 

 

○栗山淳彦施設部長 工場運転における知識、経験等につきましては、当組合クリ

ーン２１長谷山におきまして、平日昼間、職員で運転管理をさせていただいてお

ります。また、この間言われています人材育成の観点からもこのクリーン２１長

谷山を中心に技術継承を行っていくということで、ＯＪＴの育成計画等につきま

しても、この間取り組みを行っておりまして、引き続き直営で運転している部分

で得た知識、経験を今後も継承し、継続してまいりたいというように考えており

ます。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 ありがとうございます。クリーン２１長谷山の直営部分でのその
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経験をしっかりと生かして対応されていくということでありますが、当然、技術、

経験を蓄積されているベテラン職員の皆さんが退職を、既に僕、２年間、この衛

管議会から抜けていたんですが、この２年の間でもかなりベテランの、やっぱり

職員さんが抜けていらっしゃるというか、退職されているというふうに実感をし

ています。そうなってきたときに、やはりこういった衛管が持っていた、本組合

が持っていた技術力に対する知見や、また安全に対する指導などの観点がどのよ

うに継承されていっているのかということについては、非常に不安な面も持って

います。そこについては、当然、適正にそれを継承できるようにしていっていた

だきたいというふうに思いますので、それは強く要望をしていきたいというふう

に思います。 

 それと、あと新規職員のことについてもお聞きしたいんですが、この間、新採

を採用されていると思うんですが、何人募集されて、何人応募があったのかとい

うことと、新採の研修、どういったところにまず新人職員さんを配置して、どう

いった狙いを持って、その新人の職員さんの育成に当たっているのかということ

についてご説明いただきたいというふうに思います。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 ここ数年の採用試験の状況、３年程度でよろしいですね。 

 

○大河直幸委員 はい。 

 

○橋本哲也総務課長 この間、毎年させてはいただいております。今年度、令和元

年度であれば、行政事務職と技術業務職ということで、２種類の採用試験をさせ

ていただきました。ともに採用人数としては若干名という形でさせていただいて

います。行政事務職であれば、５２名の応募に対しまして、今のところ、今年度

は合格者としては３名通知を出させていただいております。技術業務職の方につ

きましては、１２名の募集に対しまして採用はゼロという形になっています。前

年度、平成３０年度、こちらの方は行政事務職を募集させていただきました。こ

ちらも若干名という形でさせていただきました。募集に関しては６６名の応募に

対しまして、採用としては１名という形になっています。その前、２９年度は実

施しておりませんで、２８年度、こちらも行政事務職ということで、６２名の応

募に対しまして２名採用というようなところが現在の状況となっております。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 行政事務職の方の応募についてはかなりの応募数があって、採用

も順調に進んでいるということでありました。そういった方々を育成するのにつ

いてどのような視点でされているのかということをお答えいただきたいのが、ち

ょっと答弁が漏れていましたので、お願いしたいのと、もう１つは、今お聞きし

ていますと、技術職のところが応募が１２名あったんだけれども、採用がなかっ

たということでありまして、採用に至らなかった理由についてお聞かせいただき
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たいというふうに思います。特に技術職の部分については、本組合だけではなく

て、各市町においても技術職の職員確保というのは本当に非常に今厳しくなって

いるかというふうに思います。そこで、やっぱりベテラン職員から若い職員の方

への技術継承といっても、技術職職員が入ってこなければ、これ、継承できない

わけですから、技術職職員のところでの採用ができなかった理由について、また

どのようにこれを今後対応を進めていかれるのかについてもお聞かせいただけれ

ばと思います。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 基本的に人材育成についてということになります。新人職員

についてというのもあるんですけども、うちにつきましては、人材育成計画とい

う形を持ちまして、その中で階層に応じた職員研修の実施なり、各職場に応じて

のＯＪＴの実施、また人事評価制度も実施しておりますので、そちらにおける個

別育成教育というようなところを３つの柱に人材育成ということで、やはり組合

の使命である管内住民の生活環境の保全と向上、これには組織力の向上が必要と

いうふうになっておりますので、組織の担い手である職員自身の意識改革、能力

開発が必要というところで、人材こそが最も重要な経営資源というふうな考えの

もと、それぞれの職員の方に対して教育をしているという状況になっております。

技術業務職への応募、これが非常に少ないという状況で、今回について、採用は

ゼロという状況になりました。 

 基本的にはそれぞれ筆記試験をした上で面接というような形で、面接におきま

しても、まず集団討論をしていただいて、その上で個別面接をするというような

形で、人材を見るというところに重点を置きまして採用試験の方を実施しており

ます。当然、その中で面接官の点数なり、当然、評価しますので、一定の水準に

は満たなかったというところで、技術業務職についての採用には至らなかったと

いう形になっています。言われておりますように、やはりなかなか技術業務職と

しての採用は非常に厳しいものがございます。そういった意味で、何とか技術業

務職についても門戸を広げたいというようなところで、今回の採用でいけば、４

０歳まで可能というような形で幅を広げさせていただいて、何とか経験がある方

に来ていただけないかなというのも含めて採用試験の方はさせていただいたんで

すけども、実際としては、ちょっと達しなかったというところで採用には至らな

かったという状況であります。 

 今後につきましても、当組合、現場の業務というのは最重要項目でございます

ので、やはり技術業務職というのは引き続き採用に向けて取り組んでいきたいと

いうように考えております。今現状でいきますと、行政事務職の方で入っていた

だいて、人事交流というような形にはなりますけども、やはり配置せざるを得ま

せんので、適性を見る中で行政事務の採用をした方についてでも、現場の方に回

せるような人材がいれば、そちらの方に回させていただいて、その中で工場の方

でＯＪＴなり、教育の方をしていただいて、技術業務職の職としてやっていただ

くというような形で配置させていただいているのも、今のところ現状でございま

す。 
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○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 技術職の職員さんの確保については、本当にご苦労されていると

いうふうに思います。この点については、引き続きさまざまな点でのご努力をい

ただきまして、城南衛生管理組合の持つこの意義や役割なども発信していただい

て、ぜひご努力いただきたいなというふうに思います。 

 それと、最後にお聞きしたいのが本組合の広報紙の扱いについてお聞きをした

いんですが、現在、新聞への折り込みという形で採用されているかなというふう

に思います。折り込みとなった経過がわかれば教えていただきたいのと、あと府

や市の広報紙については、これ、全戸配布という形で配っておられますね。私、

個人的にかもしれませんけれども、新聞の折り込みというのはいろいろな広告が

入りますから、なかなか注目がされないんですね。その一方で、府や市の広報紙

というのは全戸で入りますから、そうなると、やっぱり皆さん、よく見るんです

よ。そういった府や市の広報紙の中に本組合の広報紙を、例えば折り込むような

形で協力を依頼するとか、そういったことができないのか。当然、新聞をとって

いらっしゃらない世帯も今増えていますからね。その点についてお考えをお聞か

せいただければと思います。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 広報紙の配布状況ですけれども、ご指摘のとおり、新聞折り

込みにさせていただいています。過去については、おそらく新聞の方をほとんど

とられている世帯が過去は多かったというふうに思います。そういう意味では、

新聞折り込みをすることで、おおむねの世帯に到達するのかなというところもあ

って、今の新聞折り込みをさせていただいているのかなというふうには考えてお

ります。ご指摘のとおり、そもそも今、新聞折り込みの方をされていない、要は

新聞をとられていない方も増えてきております。そういった意味では配布状況と

いうのは全てに行き渡っているという状況ではないかなと思っています。ポステ

ィングという形で戸別配布という形の検討もさせてはいただいております。実際

のところでいきますと、新聞折り込みですと大体平均４円ぐらいで折り込みでき

るんですけども、ポスティングになると、研究してまだ具体的には見ておりませ

んけど、５円、６円といった形で、やはりポスティングになると経費が高くなる

という状況はございます。また、市町も一緒にポスティングできないのかという

ところも一定、確認はしておりますけども、まず発行日にばらつきがあるという

ところで、当組合の場合であれば、第１火曜日という形でしておりますので、そ

こが構成市町と合わないというところ、また構成市町の中でもポスティングされ

ているところと新聞折り込みされているところ、さまざまございますので、そう

いった意味では一定、統一した扱いがちょっと難しいというところもありまして、

今のところは新聞折り込みの方でさせていただいております。 

 ご指摘のとおり、少し新聞折り込みですと紛れ込む、ほかの広告とまざってし

まうということがあるのかなとは思いますけども、その辺を解消すべく、やっぱ
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りインパクトのあるような紙面、見ていただけるような紙面、こういったものを

日々研究しながら広報担当の方は作成しておりますので、そういったところで何

とか見ていただける、手にとってもらえるような広報紙作成に引き続きに努めて

いきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 最後、意見だけにしておきますけれども、市町のところではさま

ざまな配布方法があるということですが、府政だよりについては、多分全戸配布

をされているのかなというふうに思います。こうなってくると、京都府などとも

協力をお願いしまして、府政だよりに折り込みというのは１つのあり得る手段な

のかなというふうに思います。また、発行日についても第１火曜日というふうに

おっしゃいましたけれども、発行日についても府になるか、市町になるかわかり

ませんけれども、そこと合わせて発行日を柔軟に変えていくという考え方もでき

るのかなというふうに思います。広報紙については、本当に非常にいい内容が書

いていると私は思っていまして、すごく参考になります。環境面のごみ減量など

について非常に重要な発信をされていますので、これがなかなか管轄地域の住民

の皆さんの目に触れないということの現状というともったいないというふうに思

うんですね。ですので、いろいろなやり方があるかというふうに思いますので、

ぜひ研究いただきまして、できれば全戸配布のような形で皆様の目に触れるよう

な形で対応できないかというのは引き続き研究いただきたいというふうに思いま

す。 

 お願いして、以上で終わりたいと思います。 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 概要書５ページと、それから１９ページあたりでちょっと質問を

させていただきたいと思います。 

 ５ページは物件費ということで委託に係る予算が載っておりますが、そこの合

計を見ていましても、令和２年度で総額約２０億近く物件費として計上され、こ

れは衛管の予算総額の約半分近くになるわけなので、中身としては非常に重要だ

というふうな認識をしております。 

 そこでお伺いしたいのは、物件費の中でもその比重が高い焼却施設クリーン２

１長谷山と、それからクリーンパーク折居の運転委託料についてそれぞれ委託内

容の内訳を教えてください。また、あわせてそれぞれの施設の職員体制の内訳、

衛管職員の人数とＳＰＣの職員の人数を教えてください。 

 

○谷 直樹委員長 川戸クリーン２１長谷山所長。 

 

○川戸辰也クリーン２１長谷山所長 クリーン２１長谷山とクリーンパーク折居、

こちらの方の運転委託のそれぞれ内容ということでございますけれども、まずク
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リーン２１長谷山の運転委託内容は、夜間、土曜日、日曜日、それと年末年始の

焼却施設全般の運転業務、これと平日昼間の灰出しの業務と灰出し設備の運転、

こちらの方の業務を委託しております。委託料の方は税別で年間９,０９８万４,

０００円となっております。 

 また、クリーン２１長谷山では、そのほかに不燃ごみの破砕処理施設でござい

ますリサイクルセンター長谷山、こちらの方に搬入される廃棄物のうち破砕処理

が困難なもの、畳であるとか、そういったものなんですけども、こちらについて

クリーン２１長谷山の切断機の方で切断して焼却処理をするということをしてお

るんですけども、この切断機を運転する業務、こちらと処理困難物であるスプリ

ングマットレス、こちらの解体処理を行う業務、あと、小動物焼却炉の運転業務、

この３つの業務を一括で委託をしておりまして、こちらの方の委託を平成２４年

度から実施しております。こちらの３つの処理困難物の処理等の業務の委託の方

は税別で年間９６０万円となっております。 

 クリーンパーク折居の委託内容でございますけども、ＤＢＯ方式で２０年間の

焼却施設の運営業務の方を特別目的会社であるＳＰＣの方に委託をしております。 

 令和２年度の委託料のうち、クリーン２１長谷山との比較でいうと人件費の部

分になりますけれども、こちらの方が税別で１億６,７２４万４,０００円となっ

ております。 

 続きまして、それぞれの職員体制の内訳というところでございます。 

 クリーン２１長谷山の業務としましては、焼却施設の維持管理、運転業務、廃

棄物の受け入れ、指導、奥山埋立処分地とそれの浸出水を処理する排水処理施設、

こちらの方の維持管理を行っておりますけども、職員の方は全員で２５名となっ

ております。また、焼却の運転を委託しています委託業者の人数でございますけ

ども、こちらの方は１８名となっております。 

 続きまして、クリーンパーク折居の職員数ですけども、組合の職員といたしま

しては、主に運転、運営のモニタリング監視業務を行っている４名ということに

なっております。また、委託業者、ＳＰＣの方の焼却施設の維持管理、運転業務

を行っている人数でございますけども、こちらの方が２７名となっております。 

 

○谷 直樹委員長 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 今お聞きして、かなり委託の方も大事な業務を担当していただい

ているということでわかりました。先ほどの質疑を聞いていましても、モニタリ

ングも効率的にできるようになったから減らしていくとかいう答弁なんですけど、

やっぱり衛管の職員そのものをしっかりと体制維持して運営していくということ

が非常に重要だと思います。実際クリーンパーク折居とかリサイクルセンター長

谷山でも委託先での事故とか、そういうことも発生していますので、技術の継承

とか安全運転について、先ほどから答弁がありますけれども、やっぱり行革とい

う名のもとに安全運転をおろそかにすることは、やっぱりあってはならないと思

うので、その辺、衛管としてはどのように考えているのか。これ以上の職員削減

というのはするべきではないと思いますが、その辺のお考えを教えてください。 
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○谷 直樹委員長 栗山施設部長。 

 

○栗山淳彦施設部長 今、委員さんからもありましたとおり、リサイクルセンター

なり、クリーンパーク折居での事故等につきましても、我々も重く受けとめてお

りまして、この間、委託業者に対しましても、本来委託業者の責任の元、安全管

理等はするべきものではありますが、一丸となって安全の向上に努めてきている

ところであります。委託のあり方につきましては、我々、まず一番大切なことは

管内住民さんのごみ処理、し尿処理が一日も欠かすことなく、安全・安心に運転

することが第一義です。まずもって、その基本方針に基づいて、委託できるかで

きないかということも議論する中で、現在に至っているところであります。今後

につきましても、先ほどもありました技術の継承等も含めながら、行政としてし

っかりと管理運営、指導監督できるような体制を念頭に置いて、今後進めてまい

りたいというように考えております。 

 

○谷 直樹委員長 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 業者と一丸となって安全運転に取り組むというご答弁なんですが、

先ほどから出ているように技術職の採用がゼロということで、そういう事態を非

常に危惧しているところなんですが、例えばＳＰＣであるＨｉｔｚ環境サービス

なんかでも、ちょっと今日持ってきましたけど、新聞折り込みの広告で正社員募

集というような広告を出しておられるんですよ。その中身を見ていましても、資

格、経験不問という形で衛管が募集してもなかなか集まらないのに、こういう広

告で資格も経験もない方を採用して、やっぱり採用に至っているのかどうかもわ

かりませんけど、非常にこういう職場での人材不足とか、そういうことが、やっ

ぱり端的にあらわれているなというふうに思うんですね。 

 こういう状態があるということと、それからちょっと衛管のホームページを見

ておりましたら、指名停止措置の欄がありまして、今年の１月２７日から２月２

６日まで、まさに衛管が委託しているＨｉｔｚ環境サービス西日本支社が指名停

止措置になっています。こういう報告は一切議会にはありません。指名停止の理

由、ここ、記載しているのをちょっと読み上げますと、他団体における安全管理

措置の不適切により生じた業務関係者事故というふうにあるだけなんですよ。こ

れについては、衛管としてはどのように、公正取引委員会がこういう措置すると

思うんですが、どこで起きたどのような事故でこの指名停止になっているのか教

えてください。 

 それから、これによって、衛管業務における影響は、指名停止措置ですけど、

２０年間長期包括をやっているわけですね。それの影響というのはあるのかどう

か教えてください。 

 

○橋本哲也総務課長 指名停止処分でありますけれども、書いてありますとおり、

他団体のところで契約されている業務において事故があったという状況でありま

す。ちょっと個別の事案になりますので、どこのということはございませんが、

Ｈｉｔｚ環境サービスさんの方が他団体のところで事故をされたというような状
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況を確認しましたので、その内容につきまして、当組合の方でも確認させていた

だいて、当組合の指名停止要件に当たるのか当たらないのか、こちらの方を選定

委員会がございますので、その委員会の中で協議をする中で要綱に応じて１カ月

指名停止をさせていただいたという状況であります。これについては、これまで

もホームページの方で公表するという形でさせていただいておりましたので、今

回についてもそれに沿いまして、ホームページの方で公表させていただいている

という状況であります。 

 

○亀田優子委員 影響は。 

 

○谷 直樹委員長 影響を。 

 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 現在契約しています業務に関しては、あくまでもこちらの方

の内容につきましては、契約の解除の要件には当たりませんので、引き続き現状

のままで契約どおりに業務をしていただくという状況になっています。 

 

○谷 直樹委員長 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 ホームページで公表をこれまでもしているということで、これま

でもそういう状況を私も聞いておりますが、やっぱり一番大きい委託先じゃない

ですか。２０年間の長期包括やっているような、そういう事業所が指名停止措置

になっているということを議会で質問しないと報告しないということは、やっぱ

りあかんと思うんです。やっぱり、きちんと報告をして、影響がないなら、ない

というような、やっぱり説明すべきだと思うんですよ。やっぱり、今後改善すべ

きだと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 これまでも当組合で事故が起こったり、そういったところで

の指名停止という形であれば、事故そのものについてのご報告はさせていただい

て、当組合の影響がないということなり、当組合でどういう対策をしていくかと

いうような形で報告はさせていただいているというふうに思います。今回の案件

等につきましても、指名停止要件でいきますと、他団体での事故という形になっ

ていますので、そういった意味では当組合への影響は非常に少ないということに

なっておりましたので、これまでも、例えば贈収賄でありますとか、そういった

ところでの指名停止というのもございますので、そういったところも含めて、当

組合への影響も考えまして、ご報告させていただく分についてはご報告させてい

ただいているという形であるかなというふうに思いますので、この形でご理解い

ただければと思います。 

 

○谷 直樹委員長 亀田委員。 
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○亀田優子委員 今回、他団体における事故というようなことでの指名停止という

ことで、本当にホームページを見ないとそういう状況がわからないということで

は、やっぱりちょっと納得できないですし、きちんとそういう載せていることを

文書なり、せっかく議会を開いているんですから、やっぱり衛管の方からきちん

と説明、報告をすべきだということで言っておきたいと思います。 

 それと、あともう１点、リサイクルセンター長谷山のところも委託をしていま

すけれども、来年度、令和２年度の委託先に何か変更はあるのかどうかをちょっ

とお聞きしたいと思います。ここは皆さんご存じのようにプラスチック製容器包

装の分別を障害者の方々が大変苛酷な状況でも、やっぱり雇用につながるという

ことでされているわけなので、そこへの影響もあると思いますので、障害者雇用

が継続されるのかという視点でちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○谷 直樹委員長 山内リサイクルセンター長谷山所長。 

 

○山内皇太郎リサイクルセンター長谷山所長 ただ今ご質問いただきました亀田委

員のリサイクルセンター長谷山の委託の状況なんですけれども、契約は平成３０

年度から令和５年の５年間の契約といたしておりますので、来年度につきまして

は、引き続き同じ業者で対応していただくということになっております。 

 

○谷 直樹委員長 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 令和５年度までということで、その件についてわかりました。 

 最後なんですけども、概要書の２８ページで新庁舎建設事業なんですけども、

ここでは、これについてじゃなく、そのものではなく、現在、この管理棟がある

この場所が今後、新しく庁舎が建設されたら使われなくなるということになると

思うんですが、ここの跡地利用については何かお考えがあるのかどうかを教えて

ください。 

 

○谷 直樹委員長 杉崎事業部理事。 

 

○杉崎雅俊事業部理事 亀田委員の跡地利用についてお答えしたいと思います。 

 この間の少し、総務委員会なり、廃棄物常任委員会の方でご報告はさせていた

だいているんですけど、概要書の２７ページと２８ページにごみ中継と新庁舎の

建設の主な事業計画なり、その利用計画の動線配置図等はお示ししております。

本庁管理棟の部分という意味では、今、非常に重要な課題というふうに考えてお

るんですけど、跡地利用計画については、特に今、持ち合わせておりません。 

 状況なんですけど、まず住民生活に直結しますごみ中継の方を、老朽化してお

りますので、まず新設を行いまして、２７ページに３年、４年で工事を行って、

下の図の更新予定地、道路側の部分に新たな施設をつくっていくと。それが完成

を見た後に、本庁管理棟の方ですけど、新庁舎については折居の方に移転をさせ

ていただくというような事業計画を組んでおりまして、そういった意味合いでは、
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２７ページの奥の方、今、本庁管理棟のある部分と沢中継所のある部分が今後、

跡地活用について検討していく課題かなというふうに考えております。 

 ただし、この沢エリアにつきましては、市街化調整区域でございまして、公益

上必要な建設物以外は建設することはできません。したがいまして、民間への売

却なり、利活用が非常に困難な地域でございます。そのような状況から１７日の

総務常任委員会におきましては、今後、現庁舎の解体時期を含めて、お示しをで

きていないような状況になっております。 

 あと、この庁舎自体につきましても、これまでご説明させていただいておるん

ですけど、老朽化なり、バリアフリー、あと耐震性の問題もございまして、ここ

の建物自体は今後、継続利用することについては非常に困難であると、難しいも

のであるというふうに考えております。 

 総務委員会の方で跡地の活用につきましては、あくまでも現時点ではこの方針

を持ち合わせておらないんですけど、現在、多発しておりますような自然災害の

発生状況を踏まえまして、将来の災害廃棄物の仮置き場等の必然性も鑑み、敷地

利用の範囲が限られておることから、ここで施設建設を伴わない多目的な広場等

の整備、有効利用を図ることも考えられるというふうにお答えしておるようなと

ころでございます。 

 いずれにしましても、３市３町住民の貴重な財産でありますこの現庁舎なり、

跡地の利活用については、今後構成団体さんと協議、意見を聞く中で検討してま

いりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○谷 直樹委員長 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 今の答弁で大体わかりました。まだ具体的には決まっていないけ

れども、建物みたいなのを建設するようなことはせずにということで、今後は、

やっぱりいつ何時災害が大規模に起こるかわからないので、そういうときの仮置

き場ということも非常に大事かなというふうに思って、ちょっと質問をさせても

らったので、理解できましたので、結構です。 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質問ございませんか。 

 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 衛管の議員になったのは久しぶりなので、ちょっとここではない

質問をしてしまうかもしれませんけども、そのときは注意していただきますよう

お願いします。 

 概要書の１７ページなんですけども、公債費及び現在高の状況ということで書

かれているんですけど、令和２年の予算のところでは償還額というのが７億３,６

００万ということになっていて、先ほど今後の完済していく考え方とか、そうい

うのをお聞きしたんですけども、これで見ると、やっぱりクリーンパーク折居の

関係で今後、公債費が増えてくる、返していかなければならない部分がかなり増

えてきて、それを平準化して、ある年にすごく大きな返還にならないように考え

ていらっしゃるんですけども、このあたり、もう少しちょっとお聞きしたいのと、
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それと今後、ほかのところで建設とか事業の拡大とかいうことで公債費が発生す

る、そういうことについては予測というのはないんでしょうか。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 今後の公債費ということになりますけども、委員のご指摘の

とおり、クリーンパーク折居の建設、こちらの方が建設に関しては、２６から２

９年度まで４年間させていただきました。それの２８年度に借りた部分の償還が

令和２年度に開始しますので、２億ほど増えているという状況になっています。

引き続き２９年度債、こちらの方も約２０億ぐらいはお借りしていますので、そ

れの償還の方がまた来年度以降、令和３年度以降、元金の償還の方は開始してい

きますので、一定公債費の方が増えるという予想になっています。 

 ただ、一方で見ていただきましたらわかりますように、令和３年度は少し減る

ような形になっています。これが今のクリーン２１長谷山、これの方の償還の方

の最終年度が令和２年度まででしたので、それが令和２年度で解消されるという

ことで、令和３年度はクリーン２１長谷山の建設に係る公債費の方は減るという

ところで、今後は減っていくだろうというふうに考えています。 

 一方で、今後の計画という形になりますけども、こちらの方、令和３年度以降

の計画には注意書きでは書かせていただいているんですけども、先ほど説明して

おりますように、ごみ中継施設更新、これの概算にはなりますけれども、概算額

での記載の方を入れさせていただいています。また、新庁舎の建設、こちらの方

も概算額にはなりますけども、計画という形でお示しさせてもらっていますので、

そちらの方は公債費の方に入れさせていただいています。ですので、今後、現在

高としては減っていきますけども、償還としてはおおむね７億ぐらいで推移して

いくというような状況になっています。 

 今後の建設という形にはなりますけれども、先ほどご説明させていただきまし

たように、資料でいきましたら、概要の２７ページ、２８ページ、これが先ほど

言いましたように、ごみ中継と新庁舎という形になります。このあたりが今後示

していく大規模な建設という形になります。 

 書かせてはいただいていませんけども、２９ページ、クリーン２１長谷山の長

寿命化検討業務、こちらの方、来年度から検討に向けて進んでいくという形にさ

せていただいております。当然、一番下にありますように、来年度長寿命化に向

けて、検討はしていきます。その中で、仮に長寿命化を実施するということがベ

ストであるというようなことになれば、当然、基幹設備改良事業というのが入っ

てきます。これが今、下に書かせてもらっていますように、予定では令和５年度

から３カ年程度という形で入れさせていただいておりますので、このあたりが今

後、大型な事業という形で出てくるのはこの３つかなというふうに考えています。

このあたりで大体令和７年度ぐらいまで、おおむね７年間程度の事業計画という

形になりますので、この期間にこれ以外の大型の何か事業が入ってくるというよ

うなことは、やはり分担金、負担が増えますので、平準化というところから見て

も、この間に大型事業が入ることはないかなというふうには今のところ考えてい

るという状況になります。 
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○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 ご説明ありがとうございます。 

 それで、ごみの量なんですけど、し尿処理もかなりぐっと減っていくようなわ

けなんですけども、家庭ごみとか事業系のごみについても減っていくんじゃない

かと思うんですけども、資料でいただいたんですけど、かなりちょっとこのごみ

の量の計算とかが……。 

 

○谷 直樹委員長 済みません。ごみの関係は衛生費の方で。 

 

○坂本優子委員 わかりました。後でまたお聞きします。 

 そしたら、先ほど質問の中で大河さんの質問やったんかな、折居のところの職

員が２名減ったということなんですけども、ＳＰＣの方にいろいろ一括でやって

いただくということになっているんですけども、こうなると、その折居の方の委

託費というのが、見るともう減っているんですけど、ほかの業務が、ＳＰＣでや

っていただく業務は委託費のところがちょっと増えているんですけども、その職

員が減った分がその関係とかいうのはいかがなんでしょうか。 

 

○谷 直樹委員長 福西施設部次長。 

 

○福西 博施設部次長 折居の運営委託料につきましては、人件費はなくて、工事

を含めて補修費ですね。あと薬品代を含めて、全部含まれております。折居につ

きましては、２年に１回ボイラー点検、４年に１回ボイラータービンの点検があ

りまして、そういうところで補修費が上がりますので、そういう年じゃない年に

つきましては委託料が減っているということでございまして、あくまでも人数が

減ったということではございませんのでということでございます。 

 

○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 人数が減ったというか、先ほどの説明では大河さんへの減の説明

では折居のところの職員数が、事務職の方ですか、業務をやっておられた方も含

めてやと思うんですけども、２名減ということではなかったんでしょうか。それ

で何が聞きたいかというと、減った職員がやっていた業務のところが減った分が

ＳＰＣの方に業務が入って、委託費が増えていないんですかという質問なんです

けど。 

 

○谷 直樹委員長 福西施設部次長。 

 

○福西 博施設部次長 クリーンパーク折居においてはＤＢＯ方式により２０年間、

全業務、ごみ処理をお願いしておりまして、私たち職員はモニタリング業務をし

ていると。だから、ＳＰＣは安心・安全な運転をしているということの監視をし
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ておりますので、実際ごみの処理とか、そういう業務には携わっておりませんの

で、私ところの人数が減ったとしても、ＳＰＣさんの方に業務が移るということ

はございません。 

 

○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 はい、わかりました。 

 それと、先ほど亀田委員の質問の中で、契約解除の要件に、ほかの組合のとこ

ろで事故を起こした業者と契約しているというか、業務を委託しているというこ

とで、ほかの組合での事故だからということだったんですが、契約解除の要件と

いうのは、この衛管のところでの要件というのはどういうことがあるんでしょう

か。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 基本的には業務の中で、業務が不履行であるとか不誠実な業

務をされたとか、そういった形で組合に対して直接被害があったとか、そういっ

たところが要件になるかなというふうに考えています。ですので、今回の指名停

止については、他団体で不適切な事案があったということに対して要綱上指名停

止要件に当たったということになりますので、そういうようにご理解いただけれ

ばと思います。 

 

○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 勉強不足で申しわけないんですけども、それは衛管の入札の要件

というか、そういうのにあるわけですね、こういうことでは契約解除になります

よみたいな。文書であるわけですね。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 契約解除の要件は、契約書の方に記載されておりますので、

契約書を交わした段階で文言を確認していただいていますので、その中で契約解

除の要件に書かれているということになります。 

 

○坂本優子委員 はい、わかりました。 

 これ、次、お聞きしたいなと思っているのは、障害者雇用については衛生費の

方になるんですか。委託の関係にもなるんですけど、先ほど亀田委員が聞いてお

られた長谷山の関係なんですけど、これ、障害者も働いていらっしゃる委託事業

があるかと思うんですけど、委託事業費というのは幾らになっているんでしょう

か。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 
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○橋本哲也総務課長 リサイクルセンター長谷山の障害者雇用に係る委託料という

ことなんですけども、実際には、済みません。内訳的にはちょっと障害者雇用だ

けで幾らという形の内訳はございませんけども、リサイクルセンター長谷山のプ

ラスチック製容器包装の施設に係る運転委託という形でしております。そちらの

方がトータルで１億４７９万２,０００円、こちらの方がリサイクルセンターの容

器包装プラスチックの運転委託に係る、このうちの幾らかの人数が障害者雇用さ

れているというふうな形になります。 

 

○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 ここでもうちょっと聞いてもよろしいんですか。いいんですかね。

衛生費の方ですか。 

 

○谷 直樹委員長 どうぞ。 

 

○坂本優子委員 いいですか。 

 

○谷 直樹委員長 はい。 

 

○坂本優子委員 ここで人数はそのプラスチックの関係、分別やらそういうものを

しはるところに１億４,０００万近くの委託費で５年契約でしたね。されていると

いうことなんですが、ここでは何人の雇用になっているんでしょうか。こんなん

聞いてもいいんですか。 

 

○谷 直樹委員長 山内リサイクルセンター長谷山所長。 

 

○山内皇太郎リサイクルセンター長谷山所長 ただ今の委員さんのご質問ですが、

リサイクルセンター長谷山の容器包装の資源化の委託に携われる障害者の方は、

現在６名常駐されております。その６名の方が手選別ラインにおきまして、軽量

のプラスチックを指導員と障害者の方がペアになって現場で業務されているとい

う状況になります。 

 

○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 もう少し詳しく聞きたいんですが、指導員の方と障害者の方を含

めて６名ということですか。 

 

○谷 直樹委員長 山内リサイクルセンター長谷山所長。 

 

○山内皇太郎リサイクルセンター長谷山所長 はい、そのとおりでございます。 
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○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 わかりました。 

 そこでの賃金が幾らかというところまでは把握されておられますか。 

 

○谷 直樹委員長 山内リサイクルセンター長谷山所長。 

 

○山内皇太郎リサイクルセンター長谷山所長 先ほど橋本課長の方が報告したんで

すけども、５年契約の中の委託費として含まれておりますので、その中の内訳と

しては把握しておりません。 

 

○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 何が言いたいかというと、何回か長谷山の方の作業を見させてい

ただいて、暑いときはめちゃくちゃ暑いし、寒いときはめちゃくちゃ寒いし、に

おいもきつくて、すごい環境の中で働いていらっしゃるんですね。やっぱり、障

害者雇用というか、どういうことでその委託を受けていらっしゃるのか、そこは

詳しくわかりませんけども、相当苛酷な労働環境の中で働いていらっしゃって、

そこはきちんと、少なくとも最賃はクリアした形で雇用されているかどうか、そ

こ、大事ですので、そこの業者に、委託先にお任せするんじゃなくて、やっぱり

ちゃんと衛管の方も見届けていただきたい。もし、最賃以下であれば指導してい

ただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○谷 直樹委員長 山内リサイクルセンター長谷山所長。 

 

○山内皇太郎リサイクルセンター長谷山所長 先ほどの障害者の方と作業の指導員

の方というところで６名ということで報告させていただいたんですが、障害者の

方が６名、指導者の方はついて６名なので、それ以外の方にも指導者の方はおら

れます。障害者の方が１名に対し１名指導員がつかれるという業務体制となって

おります。 

 あと委託費の中の賃金の確認なんですけども、こちらの方はちょっと今のとこ

ろ把握をしていませんが、今後、確認をして、どのような形で賃金が適正に支払

われているのかというのを踏まえた上で調整していきたいと考えています。 

 

○谷 直樹委員長 栗山施設部長。 

 

○栗山淳彦施設部長 ちょっと部分的にご答弁させていただいたので、まずプラス

チック容器包装の委託業務につきましては、極東サービスが受け持つようにして

います。要するに、企業さんの方で委託業務をしていただいて、私どもが委託を

依頼するときに仕様書の中で障害者の方も雇用するように努めることという一文

を入れさせていただいて、そしてその極東サービス工業が今、やわた作業所の方々

を雇用されているという状況であります。だから、我々との関係はあくまでもそ
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の委託業者、極東サービスさんとの契約行為というところであります。ただ、今、

委員さんからあった部分につきましても、十分、やわた作業所さんなので、職業

訓練という形でやっておられるので、そういう意味では我々も安心してお任せを

させていただいているというところであります。 

 夏が暑いとか冬が寒いとかにおいがするとかといった部分につきましても、各

ラインごとに夏場でしたらスポットクーラーを当てるなり、暖房についてもでき

る限りの暖房設備等につきましても、改善を日々行っているところであります。 

 以上です。 

 

○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 その点についてはわかりました。 

 それで言えば、作業所さんが請け負うて職業訓練の一環でもあって、やっては

るということで、それで環境整備についても、寒さ、暑さに対応した対策を行っ

ていると。衛管の方ではそういう対策をしているんだということなんですが、事

業所さんの方からこういうふうに改善してほしいとか、そういう要望なんかは上

がっていないですか。特にないですか。 

 

○谷 直樹委員長 山内リサイクルセンター長谷山所長。 

 

○山内皇太郎リサイクルセンター長谷山所長 ただ今のご質問ですが、夏場は特に

暑い中、スポットクーラーで、先ほど施設部長の方が説明をしましたが、窓越し

に西日が入るとかいうことで、ガラス面にカバーのできるものを置いたりとか、

あと天井の光が入る遮光分についても水を散水して温度を下げるという対策もし

ております。それは一部要望でこちらの方にされましたので、現場で対応という

形にさせていただいております。 

 以上です。 

 

○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 目的を持って委託されて、作業、仕事されていますので、要望が

あれば改善していただく、やっぱり労働環境がよくなるようにぜひよろしくお願

いします。 

 以上で結構です。 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 済みません。ここのところで聞くのか、次で聞くのか、ちょっと

わからないんですけど、し尿収集の業務委託による効果額、それと収集の手数料

についてお伺いするのは。 
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○谷 直樹委員長 衛生費の方で。 

 

○関谷智子委員 衛生費で。 

 

○谷 直樹委員長 手数料は歳入でお願いします。 

 

○関谷智子委員 歳入で。 

 

○谷 直樹委員長 はい。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質疑がないようですので、以上で議会費、総務費、公債

費、予備費についての審査を終結いたします。 

 

［衛生費］ 

 

○谷 直樹委員長 次に、衛生費について説明を求めます。 

 西岡事業部長。 

 

○西岡正喜事業部長 続きまして、衛生費全般についてご説明申し上げます。衛生

費は、組合の根幹業務であります、し尿及びごみ処理事業に要する経費が主なも

のでございます。 

 それでは、費目ごとに順次ご説明申し上げます。 

 まず、予算書の１８ページ、清掃総務費をご覧願います。 

 ここでは、し尿・ごみ部門の管理運営に従事する一般職員等の人件費及び組合

各施設の場内整備管理業務等委託料などを計上いたしております。 

 清掃総務費の合計額は５億１,２８０万４,０００円となり、対前年度比較では

８５６万９,０００円の減額となっております。この要因は、クリーン２１長谷山

の長寿命化等検討業務委託料として２,１７９万９,０００円を新たにこの費目に

計上する一方、同じくこの費目に計上している職員数が人員の減により２,８１９

万６,０００円減額となったことなどによるものでございます。 

 なお、クリーン２１長谷山の長寿命化等検討業務委託料ですが、概要書２９ペ

ージをご覧願います。稼働１３年を経過したクリーン２１長谷山について、長寿

命化等の有効性を検討し、長寿命化総合計画として策定するものであり、あわせ

て奥山埋立処分地の浸出水の処理方法の検討を行うこととしております。 

 次に、予算書の１８ページ下段から１９ページのし尿委託費をご覧願います。 

 令和２年度から新たに事業協同組合への一括委託を実施いたします。くみ取り

家庭等の定期収集と臨時収集などに要するし尿収集運搬委託料など総額３億１０

０万２,０００円を計上いたしており、対前年度比較で９,７０７万８,０００円の

増額となっております。 
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 これは、し尿収集運搬委託台数の減少に伴い、し尿の収集運搬に要する経費が

減額となったものの、転廃業助成金が３台分発生したことによるものでございま

す。 

 次に、１９ページ下段の徴収費をご覧願います。 

 し尿処理手数料徴収事務に要する経費、合計２６６万８,０００円を計上いたし

ております。 

 次に、２０ページのし尿処理費をご覧願います。 

 し尿処理費の総額は１億４,２７１万７,０００円となり、対前年度比較では２,

３２１万円の減額となっております。 

 これは、平成３０年度から実施している下水道排水に係る処理経費や老朽化対

策工事費の減等によるものでございます。 

 ここで概要書の２３ページ上の表をご覧願います。 

 ここでは、過去５年間のし尿及び浄化槽汚泥の搬入実績と令和元年度、２年度

の推計量をお示しいたしております。令和２年度の処理計画では３万１,９１８㎘

のし尿及び浄化槽汚泥を処理する予定でございます。 

 なお、全体搬入量は、平成２６年度の６割程度に減少しているものでございま

す。 

 続きまして、ごみ関係経費のご説明を申し上げます。 

 予算書２０ページ下段から２１ページのごみ焼却費をご覧願います。 

 ごみ焼却費の総額は１３億９,８９１万４,０００円となり、クリーン２１長谷

山の定期点検保守整備工事費の減等により対前年比較では８,３７３万８,０００

円の減額となっております。 

 概要書の３ページをご覧願います。 

 表２上の表の中ほど、ごみ焼却費の段に記載いたしておりますとおり、これは

クリーン２１長谷山に要する経費が１０億１,９１１万８,０００円、クリーンパ

ーク折居に要する経費が３億７,９７９万６,０００円でございます。 

 次に、予算書にお戻りいただきまして、２１ページ下段から２２ページのごみ

中継費をご覧願います。 

 ごみ中継車両の維持管理経費やごみ中継施設の維持管理を含めた運転委託料な

ど、総額８,０４７万３,０００円を計上いたしております。令和２年度は土壌汚

染状況調査業務の実施等により、前年度比較で２,３７１万５,０００円の増額と

なっています。 

 概要書の２７ページをご覧願います。 

 沢中継所の老朽化に伴い、令和元年度については、ごみ中継施設のあり方検討

を含むごみ中継施設整備基本計画を取りまとめ、その中で更新することが有意で

あるとの結論に至りました。令和２年度については、更新工事の発注仕様書の作

成、土壌汚染状況調査、入札による契約事務等を実施することとしております。 

 次に、予算書２２ページから２３ページのリサイクル費をご覧願います。 

 缶、瓶、ペットボトルなど容器包装廃棄物の資源化事業及びリサイクル工房の

運営に要する経費、プラスチック製容器包装の資源化処理に要する経費を計上い

たしております。リサイクル費の総額は３億１,０２１万円となっており、定期点

検保守整備工事費の減等により、対前年度比較で１,５５８万８,０００円の減額
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となっております。 

 概要書の３０ページをご覧願います。 

 エコ・ポート長谷山の工房運営計画の概要を記載しております。 

 平成１７年度から開設しておりますガラス工房、衣服工房をはじめとする、各

種工房、教室の取り組みは大変好評をいただいております。令和２年度におきま

しても、エコ・ポート長谷山において各種工房、教室を開催するほか、ゆめりあ

うじでの出前講座の開催や構成市町のイベントや小学校、自治会などの各種団体

からの出前講座の依頼にも積極的に応えていく予定としております。 

 次に、予算書にお戻りいただきまして、２３ページ下段から２４ページのごみ

破砕費をご覧願います。 

 不燃物の破砕・選別処理に必要な運転経費のほか、破砕廃棄物の運搬及び処分

委託料など、総額２億４,９６６万７,０００円を計上しており、定期点検保守整

備工事費や破砕廃棄物埋立処分委託料の増等により、対前年度比較では３,７５０

万４,０００円の増額となっております。 

 次に、予算書２４ページ下段から２５ページのごみ埋立費をご覧願います。 

 ごみ埋立費は、グリーンヒル三郷山及び奥山埋立処分地・排水処理施設の維持

管理費、大阪湾広域廃棄物埋立処分地整備事業負担金など、合計で８,４２２万２,

０００万円を計上しており、対前年度比較では１,４５９万５,０００円の減額と

なっております。これは、大阪湾広域廃棄物埋立処分地整備事業負担金の減少等

によるものでございます。 

 概要書の最後のページ、３１ページをご覧願います。 

 ここでは、グリーンヒル三郷山の埋立処分実績と埋立計画の概要を記載いたし

ております。 

 令和２年度末では全体計画量の約５０％が埋め立てられるものと見込んでおり

まして、今後の埋立期間につきましては、風水害等の発生により、変動する可能

性がございますが、現時点では少なくとも令和１５年度までの埋め立てを可能と

した計画としております。 

 以上、衛生費関係の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

○谷 直樹委員長 暫時休憩したいと思います。審査は休憩後に再開いたします。

再開を午前１２時４５分といたします。 

 

午前１１時４８分休憩 

午後 ０時４３分再開 

 

○谷 直樹委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 これより衛生費の審査に入ります。質疑はございませんか。 

 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 済みません。先ほどちょっと聞きかけておりましたけれども、し

尿収集の業務委託をされるということで、そのことについてメリット、効果額に
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ついてどのようにお考えなのか。 

 

○谷 直樹委員長 花畑業務課長。 

 

○花畑久仁浩業務課長 まず、事業協同組合に収集運搬委託等を令和２年度から開

始いたしますので、まず概要書にあります２６ページをちょっと見ていただきま

すと、委託内容が載っておりますので、説明させていただきますと、まず組合員

である５業者でし尿収集運搬業務をこれまでどおり行います。事業協同組合では

責任者と事務員を配置しまして、新しい業務として２の委託内容を行います。

（１）になります臨時収集にかかわる受付全般業務、フロー図もございますけど

も、フロー図を見ますと、向かって左が従前でございます。向かって右側が令和

２年度から事業協同組合が行う臨時収集の業務の概要になってくるんですけども、

ご覧いただきますと、私どもがやっておりました臨時収集の受付業務と受付全般

にかかわることを、事業協同組合が一括して受付から車の配車まで業者の中で行

いますので、私どもが一旦受けたものを業者へ返していたこのクッションがなく

なります。これによりまして、申込者と業者の間に立って、連絡調整を行います

ので、事業協同組合がワンストップの体制になるということで、かかる時間の短

縮を図れまして、メリットがあるのかなということが考えられます。 

 以上でございます。 

 

○谷 直樹委員長 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 いや、違う。そのメリットというのは効果額をどのように試算さ

れているかというのを。 

 

○花畑久仁浩業務課長 効果額。 

 

○関谷智子委員 額。額。 

 

○花畑久仁浩業務課長 額ですね。 

 

○谷 直樹委員長 花畑業務課長。 

 

○花畑久仁浩業務課長 具体的な額ですね。これに係る委託料として１,２７０万４,

０００円の委託料となっておりますので、これに係る私どもの職員がおりました

けども、この職員が令和２年度より１名なくなりますので、その人件費で試算し

ますと、大体人件費が８００万程度だったと思うんですけども、この部分が削れ

ます。ですので、効果としましては人件費と住民サービスの向上ということで、

額としては人件費分かなと思われるんですけども。 

 

○谷 直樹委員長 関谷委員。 
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○関谷智子委員 もう１回、済みません。１人減るので、その人件費が８００万だ

と。その委託料は１,２００万だったんですね。 

 

○花畑久仁浩業務課長 そうです。 

 

○関谷智子委員 それなら４００万委託料の方が多いんじゃないんですか。それ、

何でメリットで効果額になるのか。 

 

○谷 直樹委員長 花畑業務課長。 

 

○花畑久仁浩業務課長 額としましては、今、考えられるのは人件費ということで

ご説明させていただいたんですけども、これに係る住民サービスが迅速に図れる

ということで、額にしてどういう試算をちょっとしていませんので、どういうふ

うに申し上げてよろしいかちょっと。 

 

○関谷智子委員 どんなふうに聞いたらいいんでしょう。 

 

○花畑久仁浩業務課長 ちょっと補足説明、ちょっと足りませんで申しわけなかっ

たです。まず、一括委託ということで令和２年度から始めます収集運搬部門がご

ざいます。これが一括集約することで、昨年度と比べまして、事業費が２,７１２

万４,０００円、約１３.４％の減ということになっております。これにかかわり

まして、それぞれ一括契約というのは５者あるんですけども、５業者ごとに契約

をしていたわけなんですけども、これにかかわる経費が一本にすることで一般管

理費とか諸経費が一本化されたということでこの額と、台数も減っており、収集

量が減っておりますので、その意味合いも含めまして、２,７１２万４,０００円

の減となっております。これと人件費８００万程度の削減かなということで、約

３,３００万ほどの効果ということになるかなと思います。 

 以上でございます。 

 

○谷 直樹委員長 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 じゃ、効果額としては、この業務委託をすることで３,３００万ほ

どの効果額があるということですね。決して、私は反対しているものではなくて、

やっぱりするからには多分試算というか、ちゃんとあるので、それを明らかにし

ていただいたらいいかなという思いでお尋ねをしました。 

 委託に当たっては、今までから３,０００件ほどですか、資料を見せていただき

ますと。だんだん件数も減っているので、１台に見合わない部分もあるとかいう

お話でしたから、当然そういうふうになるんでしょうけれども、じゃ、今までな

ぜそこに踏み切れなかったかというか、今の、今回やることが一番ベストやとい

う経過ですね。じゃ、何で去年から始まらへんかったの、その前からもあったで

しょうみたいな、そのあたりで今回いよいよということになったのはどういうい

きさつがあるんですか。 
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○谷 直樹委員長 花畑業務課長。 

 

○花畑久仁浩業務課長 まず、し尿収集の事業の課題としまして、最初から説明い

たします。２つございます。 

 まず１つ目は現在、５業者で収集運搬を委託しておりますが、令和元年度から

その業務量で１台分に満たない業者が初めて発生いたしました。今後もこうした

業者が順次増えていく見込みであることが１点でございます。 

 ２つ目としまして、このままの戸別形態の委託形態を継続しますと、１台分に

満たない業者はいずれは業務縮小によりまして、業務維持の限界委託料に達し、

撤退していくということが想定されます。このようなことになると、撤退業者の

担当収集地域は他の業者も戸別収集であるために収集事情はわからない地域とな

り、まず収集体制に混乱が生じます。結果、住民サービスの低下や災害等の不測

な事態に支障を来すおそれがあること、これが２つ目でございます。 

 そうした課題がありまして、相手があることですので、２年余りを要したんで

すけども、平成２９年度からお話し合いをさせていただきまして、すぐ決着すれ

ばよかったんですけども、なかなか業者の方の言い分も聞かないといけないとい

うことで、丹念に意見を聞きながら、どうしよう、ああしようということを協議

させていただきまして、今回事業協同組合を設立しようということで、業者の方

から声がありましたので、私どももそれに準じて委託を精査し、契約ということ

になりました。 

 以上でございます。 

 

○谷 直樹委員長 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 わかりました。私、以前から転廃業に１台につき３,０００万とか

三千数百万とか、出ていましたから、あっ、やめていただくのに補償というか、

それが要るんだなという思いでいたんですけれども、じゃ、今後、これはもう全

く要らなくなるわけですか。 

 

○谷 直樹委員長 花畑業務課長。 

 

○花畑久仁浩業務課長 委員のご指摘のとおり、転廃業するときの令和２年度の清

算額をもって清算するということで業者も了解しておりますので、支払い時期は

今回、令和２年度で３台となりますけども、順次、請求によってお支払いしてい

くということで全て終わります。 

 以上でございます。 

 

○谷 直樹委員長 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 済みません。最後に、ちょっと話の前後になってしまうんですけ

れども、その転廃業が１台につき３,０００万であるとか三千数百万であるとかい
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うのは、それはどういう根拠に基づいてそういう金額になっているんですか。 

 

○谷 直樹委員長 花畑業務課長。 

 

○花畑久仁浩業務課長 まず、転廃業助成金がどうしてあったのかということから

ご説明させていただきます。 

 まず、下水道整備により、仕事を失うくみ取り業者等に代わりの公共事業の受

注や金銭補償、職種転換のための職業訓練の支援などの便宜を図ることを自治体

に許可した法律がありまして、これが「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業

等の合理化に関する特別措置法」、いわゆる合特法というんですけども、これが

ございまして、これが昭和５０年に施行されました。これに基づきまして、当時、

城南衛管の方で業者の方とどうするねんということで、合特法にかかわる措置を

考えてくれへんかということで、話し合いをさせていただきました。約１年間ほ

どかかったんですけども、その中で城南衛管の場合は一般廃棄物の中間処理事業

だけですので、代替事業がなかったということで、お渡しする事業が少なかった、

５者ありますので。ですので、金銭補償ということで業者の方からも要望があり

ましたので、転廃業助成金を創設し、平成４年度に協定書を結びまして、し尿量

が毎年減っていきますので、業者の方も収集地域がそれぞれ違います。スピード

が違うんですね。ですので、減車が生じたときにその都度転廃業助成金を支出す

るということでやってきてまいりました。これが転廃業助成金の始まりとなって

おります。 

 

○関谷智子委員 違う。積算根拠を。 

 

○花畑久仁浩業務課長 転廃業助成金の積算根拠ですけども、全部で５つ要素がご

ざいます。まず１つは営業補償、２番目としまして所得補償、３番目として車両

売却損補償、４番目として離職者補償、次に最後ですけども、解雇予告補償、こ

の５つを積算しますと、基礎額３,５００万になります。これに毎年総合消費者物

価指数、清算する時期が変わりますので、その物価に応じた増減率を加えまして、

清算させていただいております。ですので、３,５００万を基礎額として変動して

いくということになっております。 

 以上でございます。 

 

○谷 直樹委員長 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 もうこれがなくなるということですので、これ以上別に結構です。

ありがとうございます。 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 馬場委員。 

 

○馬場 哉委員 予算書の２２ページ、概要でいいますと３０ページになるんです
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かね。リサイクル費の中のエコ・ポート長谷山の工房の運営についてお聞きをし

たいと思います。 

 ここで概要の３０ページにありますように、環境学習の一環として、施設の見

学に小学校の４年生を案内していくということですけども、近年の実績と、また

そのガイドスタッフによる事業の内容等を少し教えていただきますでしょうか。 

 

○谷 直樹委員長 馬渕エコ・ポート長谷山所長。 

 

○馬渕武志エコ・ポート長谷山所長 小学生の見学につきまして、説明させていた

だきます。 

 小学生の見学につきましては、毎年管内の小学校の４年生が環境学習の一環と

して施設見学に訪れており、現在は長谷山エリアにあるクリーン２１長谷山とエ

コ・ポート長谷山で受け入れを行っております。近年の状況につきましては、管

内にある４７の小学校のうち４３から４４校、大体３,２００人程度の小学生が見

学に訪れています。その案内につきましては、住民ボランティアスタッフの会、

ＥＣＯフレンズのガイドスタッフが主となりまして、施設案内用ＤＶＤを視聴し

た後、実際にクレーンでごみをつかんでいるところであるとか、実際に手でごみ

の選別を行っているところなどを見ていただきまして、家庭から出されたごみが

どのように処理されているのか説明を行っております。その後、小学生からの質

問事項にも答え、ごみの分別や資源有効利用の大切さを学んでいただいておりま

す。 

 以上です。 

 

○谷 直樹委員長 馬場委員。 

 

○馬場 哉委員 今、報告いただいて、わかりました。先月も両委員会合同で視察

に行きまして、津山圏域クリーンセンターのリサイクルプラザでも、環境に関す

る学びを深めるための常設展示であるとか、また環境に関する財団との連携で環

境学習を進めておられ、とても参考になったと思っています。将来、リサイクル

工房が折居エリアの新庁舎に移転するということですので、それを見据えて、次

世代の方々への環境学習をより深めるために、津山の方でもありました財団に環

境学習を委託するとか、また城南衛生管理組合独自でそういうノウハウを蓄積し

て、またお手伝いいただけるスタッフでありますとか団体、ＮＰＯと連携をして

いくとか、今後、そういう関係について次年度以降のお考えを少しお聞きしたい

と思います。 

 

○谷 直樹委員長 馬渕エコ・ポート長谷山所長。 

 

○馬渕武志エコ・ポート長谷山所長 小学校の見学案内につきましては、先ほども

申しましたボランティアスタッフが行っております。基本的には、施設見学案内

マニュアルに基づき説明を行っております。小学校の見学は毎年４月から６月に

集中していますので、そのシーズンの前後にはスタッフと会議を行い、その中で
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意見を交換しながら、施設見学案内マニュアルの見直しや環境に関する時事問題

の取り入れ等も行っております。また、ボランティアスタッフにつきましては、

今後の啓発活動に生かすため、毎年１回他施設の視察研修も行っております。ま

た、スタッフ人材につきましては、固定化しているという現状もありますけども、

今年度広報紙の１１月号にスタッフ募集の記事を特集した結果、工房スタッフを

含め、８名の応募があり、新たに人材の充実が図れたところであります。 

 そのほか、他団体との連携につきましては、午前中の説明にもありましたけど

も、今年度、京都文教大学との連携による秋学期のプロジェクト科目において、

大学生とボランティアスタッフとの交流も図り、若い世代から環境啓発としての

施設見学に対する意見等も伺うというようなこともしております。 

 今後につきましても、そのスタッフの拡充であるとか、大学との連携を継続し

ながら、本庁移転に際しましては、クリーンパーク折居や近隣施設も含めたより

よい環境学習が提供できるように、先日視察した津山圏域資源循環施設組合など

も参考にしながら検討してまいりたいと思います。 

 

○馬場 哉委員 ありがとうございました。結構です。 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 大河委員。 

 

○大河直幸委員 予算書の２１ページのごみ焼却費、クリーンパーク折居の運営業

務についてお聞きしたいと思います。 

 昨年９月ですか、折居のところでは窒素酸化物が７８ｐｐｍの測定値となりま

した。管理基準値で８０ｐｐｍですので、ぎりぎりということで、地元との連絡

協議会でもご心配の声が上がったということをお聞きしているんですが、これは

原因は何だったのかということとその後の対応についてはどうされているのかを

お聞かせください。 

 

○谷 直樹委員長 福西施設部次長。 

 

○福西 博施設部次長 昨年１２月の連絡協議会でもご説明させていただきました

けども、折居に関しましては、ＮＯｘ、窒素酸化物が８０ｐｐｍということで設

計されていまして、そういう届け出もしている関係ですので、８０ｐｐｍを超え

ることはできないということで運転をさせていただいています。それでも、ごみ

の中には、今、分別もやっていただいているんですけども、やはりプラスチック

ごみを含めて、まとめて入ってくるところもございますので、そのときのごみが

燃えたときに測定しましたら、高い数字が出るということでございますが、それ

については、薬剤とかを噴霧していますので、８０ｐｐｍを超えないということ

で運転していますので、そのときはたまたまそういうところが燃えたということ

で高い数字が出たんですけども、いまだかつて８０ｐｐｍを超えたことがないと

いうことで、そういう運転をしていますので、今後も超えることがないというこ

とで運転を継続していきたいと思っております。 
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○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 他の基準値などと比べて窒素酸化物のところが比較的高い数値が

出ていることがあるんですが、今日のところでも見たら５８ｐｐｍで、基準値に

は当然行かないわけですけれども、高い数値、ほかの測定値と比べると高い数値

になっています。プラスチックごみのことでのご説明だったんですが、これはプ

ラスチックごみというのは通常焼却されないですね。そうなってくると、これは

家庭系のところでの分別が徹底されていなかったのか、それとも事業系のところ

での持ち込みごみでプラスチックのごみがあったのか、そこについてはどういう

ふうに認識をされていますか。 

 

○谷 直樹委員長 福西施設部次長。 

 

○福西 博施設部次長 プラスチックごみに関しましては、家庭系で洗える範囲で、

洗えないものにつきましては燃えるごみの方に入れてくださいということもお願

いしておる関係で、以前に比べたら、プラスチックの入ってくる可燃ごみ量は、

やっぱり入ってきていると思います。 

 それと、家庭に関しましても、ごみを入れる袋は、やっぱりビニール袋で入れ

て出されているという感じでなかなかプラスチックごみについては減らないとい

うのが現状でございますので、それで、やはりＮＯｘの方が高くなることがある

ということでございます。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 これについては、簡単に言うと、なすすべなしということなんで

すね。プラスチックごみ、窒素酸化物はもうぎりぎりの数値が出ることがたまに

あるよということで理解しておいたらいいということですか。 

 

○谷 直樹委員長 福西施設部次長。 

 

○福西 博施設部次長 これに関しましては、やはり分別の方、一般家庭の皆様方

が徹底してやっていただくということが条件でございますけども、設備に関しま

しても、こういう傾向が続いたら、やっぱり薬剤の噴霧量を上げたりして、適時

調整していきたいと思いますので、こういう高い水準はなるべく出さないという

ことで、私どもは進めておりますので、こういう結果を受けて、もうこういう高

い数字は出ないということで、今、運転しております。しょっちゅう出るという

ことはございません。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 周辺の住民の皆さんも心配をされていますので、どうぞよろしく
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お願いをしたいというふうに思います。 

 それと、先ほど、午前中の質疑の中で出ましたモニタリング業務についてもお

聞きをしたいというふうに思います。昨年の本衛管議会でも議論になったり、一

般質問が行われたわけですが、クリーンパーク折居では労災事故も発生をしてい

ます。灰のかき出し作業のところでいうと、労災になって、現在症状固定になっ

ているという方もいらっしゃるわけですが、これについては、Ｈｉｔｚ環境サー

ビスの、要は委託企業の安全衛生委員会での指摘があった時期でもうやめられた

と、灰のかき出しということでお聞きをしているんですが、これは本組合のモニ

タリングのところではこの業務があるということについては、認識はされていな

かったんですか。 

 

○谷 直樹委員長 福西施設部次長。 

 

○福西 博施設部次長 灰のかき出し業務においては、もちろん灰が堆積したら警

報が鳴りますので、それの除去についての作業はあるというのは認識をしており

ました。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 これについて、だから、２時間なりの頻度で灰がたまって、かき

出さへんかったら灰が回遊するから、ちゃんと落ちてこうへんというというよう

な話をお聞きしたんですけれども、そうなってくると、施工上の問題じゃないか

というぐらいにまで思ってしまうわけですよ。２時間に１回、人手で灰をかき出

さへんかったら、灰がたまってしまうということでいうと。それの作業が高所作

業になるからということで、委託先の作業でいうと、これはやめておきましょう

ということになったと。新たな施設を入れられたということでありますが、それ

についてもモニタリングの段階でも知っていたということなんだったら、これは

本衛管組合の方からは委託企業に対してはどういう働きかけをされたんですか。 

 

○谷 直樹委員長 福西施設部次長。 

 

○福西 博施設部次長 これに関しては、ここでもいろいろな作業性のことも聞い

ておりましたので、その都度、合同パトロールというのを月１回実施しておりま

したので、その回数を減らすようにとか、そういうのは要望しておりました。そ

の中でいろいろ作業性を確認した結果、今では委員おっしゃるとおり、作業性を

変えて、ほとんど作業がなくなったということでありますが、なかなか時間がか

かったということでございます。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 そうなってきますと、モニタリング体制を人員面では削減された

ということが大丈夫なのかという気がするわけであります。折居について言いま
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すと、新しくなりまして、まさにこれからどんどんと本格稼働していくわけです

けれども、こうなってくると、当然、さまざまな課題が出てくるもとで、モニタ

リング体制を縮小するということが果たして妥当な判断なのかについては、ちょ

っとご説明をいただいてもいいですか。 

 

○谷 直樹委員長 福西施設部次長。 

 

○福西 博施設部次長 このモニタリング体制は、昨年から２名減と、１名は整備

係の方で、１名は管理係の方なんですけども、１名を減とした原因としましては、

モニタリング体制の確立もあるんですけども、旧折居工場の方で解体等もありま

したので、その手続で、やはり人員が要ったということで、予定数より多い意味

で人員増をした関係ですけども、今はその仕事もなくなりましたので、モニタリ

ング体制をこの人数でやっていくということで、全国調査もした中でも今はわり

あいと多い人数だと、もっと少ない人数でやっているところもありますが、城南

衛管としては、やっぱり安全・安心な運転ということで今の体制をしておるとい

うことでございます。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 大丈夫だということなんですが、私、やっぱりここでいうと、Ｈ

ｉｔｚさんが管理をしているもとで、本組合がその業務をしっかりと指導監督し

ていく本当に肝になる部分だというふうに思っていますので、そこについてはし

っかりと体制を維持し、それが指導管理が進むように、これは本当に適正にでき

るようにしていっていただきたい、この体制は維持していただきたいというふう

に思っています。 

 それとそういう意味でいいますと、先ほど午前中の審議でもありましたＨｉｔ

ｚさんの指名停止の問題ですよ。あれについて言うと、我々は、これ２０年間、

ここの会社にお世話になるということを本議会でも議決をしたわけですね。その

２０年間お願いするという会社について指名停止があった。その内容については、

個別の案件については答えられないということを議会でおっしゃるということに

ついては、これは、やっぱり信頼にかかわる問題だと思うんですよ。ここの会社

が本当に大丈夫なのかというふうに思ってしまうわけですね。もしかして軽微な

ことなのかもしれません。もしかして重大なことなのかもしれません。それもわ

からんという段階で、我々、これをそうなのかということで聞き逃すわけにはい

かないわけですよ、これをもう２０年間お願いしているわけですから。だから、

この点については、やっぱり責任ある答弁をいただきたいと思うんです。議会へ

の説明なり、もしこれの内容が個人にかかわることでセンシティブな情報で全部

言えないというんだったら、これはペーパーにするなりして、必要な部分は隠す

なりして、しっかり衛管議員には報告はするべきですよ、これ。そうやないと、

これ、任してられないですよ。いかがですか。 

 

○谷 直樹委員長 栗山施設部長。 
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○栗山淳彦施設部長 まずは、他団体における事故ということで、非常に、私もこ

の間、ＳＰＣで起きました労災事故も含めて、このようなことが他団体でも起こ

ったということで、会社としてどうなんやというところは率直に思っております。

私としては、遺憾であります。その旨、Ｈｉｔｚ、ＳＰＣの方に対しても私の方

から、どういうことやねんということで、はっきりその事故の重さ、安全衛生に

対してのあり方についても問いただしてきたところであります。ただ、案件につ

きましては、先ほど午前中にも申し上げましたが、他団体の件でありますので、

その点につきましては、控えさせていただきたいというように思います。当然、

当組合で生じました事故、案件につきましては、詳細にできる限り、プライバシ

ーの件もあるかもしれませんけども、できるだけ詳細にご報告させていただきた

いというように考えております。 

 それと、モニタリングについてですけども、先ほど福西の方からも説明させて

いただきましたが、今回、当初、稼働当初ということで、少しそういう旧折居清

掃工場の残務処理といった部分もありまして、人員配置をしてきたというところ

でありまして、またモニタリング会議を月１回実施させていただいております。

この点につきましては、日々、折居工場、クリーンパーク折居の職員は日常的に

モニタリング管理はさせていただいておりますが、その月１回におきますモニタ

リング会議におきましては、クリーン２１長谷山から職員を２名配置させていた

だきまして、全体的に技術的なことも含めて、モニタリングを組織として評価し、

監視、監督をしているところでありますので、ご安心いただきたいというように

思います。 

 以上です。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 部長の方から、今、部長としても重大なことだと捉えていて、Ｈ

ｉｔｚさんとはそういうやりとりをさせてもらっているというふうなお答えをい

ただきました。ただ、部長がそういうふうに受けとめをされているということは、

私は一定、ここについては信頼をしていますけれども、わからないんですよ、何

が起こったのか。何が起こったのかわからないもとで、このようにご説明いただ

いても、正直申し上げて、判断しようがないという状況でありますので、引き続

き議会なりとはしっかりと議長、副議長を通じてご相談いただきたいというのを

要望しておきたいというふうに思います。 

 それと、最後になりますが、Ｈｉｔｚでいうと、親会社というのは１００％の

株式を持っているのは日立造船さんですよ。そうなってくると、このクリーン２

１長谷山にしても、エコ・ポート長谷山にしても、多くの業務の委託は日立造船

さんがやられている部分があります。それで、施設更新なんかでいうと、ほとん

どが随意契約でやられている部分が多いです。そうなってくると、親会社として

日立造船さんがこういった問題にどう対応していくのかということも問題になっ

てくるかというふうに思います。 

 本組合でいうと、日立造船さんとかかわる部分というのは相当多いわけですか
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ら、その親会社との協議というのも必要になってくるんじゃないか。Ｈｉｔｚさ

んの親会社である日立造船、また本組合が多くの施設更新などで随意契約をして

いる日立造船との関係について、やっぱり日常的に意見交換できる環境をつくっ

ておかなければいけないし、必要な意見は言える関係をつくっておかなければい

けないというふうに思うんですが、最後、その点についてお答えいただきたいと

いうふうに思います。 

 

○谷 直樹委員長 栗山施設部長。 

 

○栗山淳彦施設部長 今回の他団体における事故に関しましても、造船の方から話

は聞かせていただきましたし、私の方から安全衛生に対してのあり方を含めて、

意見は述べさせていただいております。よって、日々、日立造船との関係におい

ても、安全衛生はもとより、日常の運転業務等に関しましても、私どもが疑問に

思っていることを含めて、日々、伝えながら業務を遂行しておるところでありま

す。 

 以上です。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 もう一言だけ、よろしくぜひお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 午前中の質問のところにも関係してくるんですが、概要書の２２

ページの一般廃棄物処理実施計画についてのところなんですけども、２３ページ

にグラフでも出ているんですけども、令和２年度のところでは、推計としてごみ

の搬入量というのは若干増えてくるんですけど、これはどういう根拠で推計され

ているんでしょうか。 

 

○谷 直樹委員長 池本施設課長。 

 

○池本篤史施設課長 ２３ページの表ですけども、下の表で縦に黒い線があります。

これより左の方が実績、右の方が推計になってございまして、推計につきまして

は、ごみ処理基本計画で推計させていただいているものであります。推計であり

ますので、若干上に振っておりまして、実績を見比べると、やむを得ず上がって

いるというのが、大きく言えば、そのとおりです。資料の上の表では下がってい

るので、変な感じに見えるんですけども、あくまで実績と推計の値で上振れをし

ているように見えているというところでございます。 

 

○谷 直樹委員長 坂本委員。 
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○坂本優子委員 いろいろ出てきますね。推計やし。それで、事前の資料で３市３

町の人口というのをいただいたんですけど、これでいくと、令和２年度から今後、

令和１５年までの間で３市３町のところで人口減というのが９０％だということ

なんですね。それに伴って、ごみの排出量というのが８９％という。家庭系のご

みのところでは、人口減だけども、排出量の推計は９割、９０％だというふうに

出ているんですけども、何で、人口が減らない方がいいんですけども、やっぱり

今、すごい人口減少が起こっているし、それで家庭系なんか、とりわけごみの量

なんか減っていくんじゃないかというふうに思うんですよ、人口が減っていく中

で。そういうことを考えると、もう少しごみの総搬入量というか、処理量という

のが変わってくるんじゃないかと思うんですけども、どういう、例えば今後５年、

１０年、１５年先ぐらいのあたりでいくと、もっと減っていくんじゃないかと思

うんですけども、どういう計算で、見通しでされているんでしょうか。 

 

○谷 直樹委員長 池本施設課長。 

 

○池本篤史施設課長 ごみ処理基本計画と申しますのは、廃棄物処理法で各市町村

が廃棄物を処理するために計画をするよう定められておりまして、法に基づいて

作成されております。当組合の基本的なデータとしましては、各市町に人口なり、

発生量なりをお聞きしまして、まとめたものになっておりまして、委員ご指摘の

ごみの量の部分なんですけども、まず原単位といいまして、１人当たりの発生量

を一定、過去の実績に基づいて定め、それに人口を掛けるといったような形で計

画を作成されていることが多うございます。結果としまして、人口が減っている

分、原単位がそのままであれば、ごみが減った、人口が減らなければ、ごみも減

らないという推計上の話なんですけども、そういうふうな仕組みになっておりま

す。原単位そのものは、やはりいろんな施策があろうかと思うんですけども、そ

ういった施策なり、社会情勢の変化がないと、あまり大きく変化するというのを

計画上に入れるのは難しいというふうに考えております。現状の実績ベースで推

計した原単位をもって、人口を掛けているというような計画をされておりますの

で、そういう意味で、この人口が減った分しか変わっていないと見えるのはまさ

にそのとおりでございます。 

 

○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 考え方はそのとおりですやんね。それぞれの市町でつくってくれ

はったので、それをあわせてという形で、そのとおりやと思うんですけども、何

が言いたいかというと、やっぱり確実に、例えばリサイクルなんかで再利用でき

る、資源化できるものを進めて、この管内のところでの環境を進めていくという

ことについては、減らしていかないとあかんと思っているんですけど、人口が減

るから、１人当たりのごみ排出量が減るというだけじゃなくて、政策的にごみを

減らして環境をよくするということ、地球温暖化に貢献するということをしてい

かないとあかんと思うんですけども、そういうところでの各市町への衛管として
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の働きかけとか、そういうことについてはどういうふうなことをされているんで

しょうか。 

 

○谷 直樹委員長 池本施設課長。 

 

○池本篤史施設課長 まず、当組合としましては、ホームページにも書かせていた

だいておりますけども、剪定枝チップのリサイクル事業でありますとかリサイク

ル工房の運営、あと広報紙などの啓発事業によって、循環型社会の構築に向けた

取り組みを進めているところです。そうしたことを構成市町とも共同しまして、

３Ｒを推進して循環型社会の構築を目指してまいりたいというふうには考えてい

るところです。 

 また、ちょっと補足なんですけど、各市町さんの方で一定、先ほど申しました

ように、ごみ処理基本計画等をつくられている中では、一定、目標はそれぞれ定

められておりまして、その目標に向けて取り組みはされているというふうにはな

っておりますので、その辺、ご報告させていただきます。 

 

○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 そうですね。各市町の責任になってくるかなというふうには思う

んですが、何を心配しているかというのはひとつ環境をよくしていくためにどう

していくのかということと、今、地球温暖化が非常に変動が激しいですから、少

しでも地球温暖化を抑制していくために、毎日の私たちの生活も改善していかな

きゃいけないなというふうには思うんです。それはもうみんながそう思ってはる

と思うんですけどね。そういうことと同時に衛管の事業費でいえば、先ほどから

もいろいろありますけども、委託費が、大きなところの委託費、今後何十年とい

う契約になるわけですから、人口が減っても委託費は今後何十年と変わらずにあ

るわけです。人口が増える見通しというのは今のところないですから、ごみの処

理量も減ってきてても委託費は変わらずと。そしたら、その衛管の事業費そのも

のが、その委託費が大きくなって、ほかのところもあるんだけど、特段に大きく

なっていくんじゃないかという懸念がありますから、とはいえ、焼却もしていか

なきゃいけないし、いろんな処分もしていかなきゃいけないから、必要な事業に

はなってくるんですけどね。ここをどうバランスとってくるかということが非常

に大事なんかなというふうに思っているんです。私の質問をわかっていただけま

すかね。 

 ということで考えると、衛管、組合の立場でしたら、それぞれの市町のところ

で、やっぱりちゃんとそのごみ処理基本計画を実行していくということが非常に

大事かなというふうには思うんですけどね。という、やっぱり働きかけをぜひ組

合としても、やっていただきたい。もっともっとごみが減っていけるように、３

Ｒ、リサイクル資源化が循環型のそういうことができるように、何がどういう仕

方がいいのかということをやっていただけるようにお願いしたいなと思うんです。

事務事業を担っている衛管の立場と３市３町の、また実行していくところと、ま

た連携しながらやっていかれるわけですから、その辺についてはいかがでしょう
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か。 

 

○谷 直樹委員長 栗山施設部長。 

 

○栗山淳彦施設部長 当組合では、月に１回、構成市町の担当課長会議ということ

を開催させていただいておりまして、そちらの方で月に一度、各市町の方から来

ていただいて、日々の分別のあり方、または不適切なごみの問題、課題点等を共

有する、または市町、３市３町で意見交換、情報交換をする場ということで設け

させていただいております。そういうところで今後も循環型社会に向けた取り組

みを進めてまいりたいというように考えております。 

 

○谷 直樹委員長 坂本委員。 

 

○坂本優子委員 先ほどもありました折居の清掃工場のところで、ｐｐｍの何か警

報音が鳴るような、何でかいうたら、焼却のときの、やっぱりプラスチック類な

んかが入っているということで。個人のそれぞれの生活者のところでのプラスチ

ック容器を使わないでというのは、限界があるんですね。みんな、マヨネーズに

したって、何にしたって、プラスチック容器に入っていて、それはきれいに清掃

できないから、やっぱり燃えるごみの方に入れざるを得ないとなったら、それを、

やっぱり使わないでどういう販売方法があるかという、それで、処分の方法があ

るかというのは、国のところで開発というか、各企業に求めていただかないと、

それぞれの個人的なところではもう限界に来ているのかなと思うんです。皆さん

もご存じのとおり、高齢者の方が一生懸命製品の裏のプラマークか、キャップは

何だとか、そういうのを見ながら分別をしておられるんですけど、もう限界かな

という感じで。ということで、やっぱり国に対しても、組合としてきっちりと声

を上げていただくという、製造元、販売元のところでのごみを減らしていくよう

な取り組みがこれだけ地球温暖化が進行していますから、早急な対策が必要かな

というふうに思っているんですけども、この辺のお考えはいかがですか。 

 

○谷 直樹委員長 栗山施設部長。 

 

○栗山淳彦施設部長 生産者責任等やというように思います。この点につきまして

も、我々としてどうあることが資源循環型社会になるのかなということで、また

そればかりではありませんけども、不適物の混入の防止等も含めまして、国への

要望というような形も、そういう要望する形がございますので、そちらの方で要

望を今後考えていきたいなというように思います。 

 また、さらに先ほど申しました担当者会議を含めながら、ちょっと研究してま

いりたいなというように考えております。 

 

○坂本優子委員 よろしくお願いします。 

 以上です。 
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○谷 直樹委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 概要書のページで言いますと、２９ページなんですが、クリーン

２１長谷山長寿命化等検討業務というふうにあります。お聞きしたいのは、この

長寿命化の検討の事業の内容を、もう少し中身を教えてください。 

 それから、基幹的設備改良事業が有利となった場合は地域計画の変更を経てと

いうふうな文章があるんですけども、ここでいう地域計画の変更というのはどう

いうことなのかも教えてください。 

 それと、奥山埋立処分地の浸出水の処理方法の検討を行うということも書いて

あるんですけれども、これについて内容を教えてください。 

 

○谷 直樹委員長 池本施設課長。 

 

○池本篤史施設課長 ご質問の回答の前に、１つ。先ほど私、２３ページの推計に

おいて、「ごみ処理基本計画で推計させていただいている」と申しましたけども、

ごみ処理基本計画は１０年の計画でありまして、それとは別に毎年、一般廃棄物

処理実施計画というものをつくっておりまして、そちらの計画値を推計値として

載せておりますので、訂正させていただきたいと思います。失礼しました。 

 そうしましたら、長寿命化についてということですので、ちょっとご説明をさ

せていただきたいと思います。 

 廃棄物焼却施設につきましては、高温多湿の状況や腐食性ガスや雨水などにさ

らされる環境で２４時間連続運転するというような苛酷な条件のもとで稼働して

おります。施設全体として、耐用年数として約２０年から２５年と短いような状

況になっているところでございます。一方で、施設の建設費は増加傾向にありま

して、施設を極力長期間使用し、建て替え周期を長くすることが一般的には経理

的に有利というふうになっております。しかし、この施設を長期間使用するため

には、施設設備の劣化による性能低下を基幹的な設備の改良工事などで機能回復

をさせながら、適切に維持管理を実施する必要がございます。 

 この長寿命化総合計画の策定業務におきましては、この施設の長寿命化をする

上で必要となる工事の内容として、更新や基幹的設備改良工事、また毎年の定期

点検整備等のコスト面や処理の安定性等について総合的に検討し、計画をすると

いうものになっております。 

 なお、この長寿命化に必要な基幹改良工事につきましては、その工事によって、

一定の二酸化炭素削減が必要になる場合等は交付金の対象になりますけども、長

寿命化総合計画を策定した上で工事を実施するというのが条件になっております。 

 続きまして、地域計画の変更ですが、地域計画と申しますのは、循環型社会形

成推進計画と申します。市町村等が廃棄物の３Ｒを総合的に推進するため、広域

的かつ総合的に廃棄物処理、リサイクル施設整備を計画するものとして、この計

画に位置づけられた施設整備等に対して交付金を交付されるというのが環境省に

載っております。次年度策定する長寿命化総合計画におきまして、基幹的設備改

良工事を行うこととした場合等、交付金などの対象と考えられる工事や計画支援
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については、現時点で地域計画に載っておりませんので、その工事等を地域計画

に盛り込む必要がございます。それが地域計画の変更としているものでございま

す。 

 続きまして、奥山埋立処分地の浸出水の処理方法の検討ということについてで

ございますが、現在、奥山排水処理施設にて浸出水の処理を行っているものの、

稼働から約４０年経過しておりまして、老朽化に伴う施設の更新を含めた奥山埋

立地浸出水対策の検討として行うものと考えております。処理方法の抜本的なあ

り方を最終処分場等に関して広く知見を有しているコンサルタントを活用して、

検討してまいりたいというふうに考えておりまして、各省令の適合性とか、実現

性、その他諸課題、事業費等々について検討を行って、抜本的な対策事業として

の提案を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○谷 直樹委員長 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 長寿命化の事業のことをちょっと質問したんですけども、更新が

基幹的設備改良事業か、維持していくかというような、その３つをコスト面で考

えて、何が一番いいのかということを検討するというような内容なのかなという

ふうに受けとめたんですけれども、ちょっと聞きたいのは、更新といえば、クリ

ーンパーク折居のように新たに潰して建て替えるというようなことを想像できる

んですけど、この基幹的設備改良事業というのがちょっと字だけ見ていてもよく

わからないので、老朽化したものをどのような手法で改良していくのか、もう少

しその事業のイメージを教えていただけないかなというふうにちょっと思ってい

ます。 

 それと、今後のことになると思いますが、わかる範囲でどれぐらいの費用がこ

の基幹的設備改良事業では必要になってくるのか。何かここに有利となった場合

はということが書いてあるので、有利となるのかなというふうな想像なんですけ

ども、もう少し事業の中身と費用面をわかる範囲で教えてください。 

 地域計画というのは大体そういう計画がもともとあるということで変更してい

くということで理解をしておきます。 

 それから、奥山埋立処分地の浸出水の処理方法なんですが、何を心配している

かといえば、衛管では２０１０、何年でしたっけ、保健所とかの指導を受けて、

瀬戸内海、何だったか、法違反を７年ぐらいされていて、指導を受けて改善命令

が出たという、ちょっとあまり知られたくないようなことが実際起こっていまし

たので、最終排水する河川はどのように、今現在、三郷山と奥山でどこの河川に

排水しているのか、ちょっとその辺も含めて、もう少し教えていただけたらなと

いうふうに思います。老朽化しているのはしているので、何とかしないといけな

いと思うんですけども、コンサルが入って、きちんとそういう法に基づいた検討

を、やっぱりしてもらわなあかんと思うんですけども、その辺、もう少し教えて

ください。 

 

○谷 直樹委員長 川戸クリーン２１長谷山所長。 
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○川戸辰也クリーン２１長谷山所長 まず、長寿命化の基幹改良の内容ということ

でございます。一口に焼却設備の寿命といいましても、例えば毎年の整備にお金

がかかり過ぎて、建て替えた方がましだというぐらいまでいったというのも１つ

の寿命ですし、生活様式の変更などによって、ごみ質がそもそも合わなくなって

きて、今の焼却設備では思ったような機能が出ないといったものも寿命というこ

とになりますので、寿命という考え方がさまざまあるんですが、施設を長期間使

うという中では当然、ごみ質もごみ量も変わるという中で、設備の状況も見てい

かないといけないということを総合的に判断しまして、この設備はこういうふう

にした方が今後お金があまりかからないであるとか、長年使うんであれば、こう

いう改造をして、こういうごみ質にも対応しないといけないといったことも検討

する必要があると。そういったことを総合的に検討いたしまして、基幹改良設備

の工事として、工事の内容を決定していくというところが必要となるということ

でございますので、今、検討段階ということで、工事の内容が決まっているわけ

ではございませんけれども、そういったところを来年度以降検討していくという

ことになるかと思います。 

 もう１点、金額なんですけども、ただ今申しましたように、内容が今のところ

は決まっていないというところで、幾らになるというところまでも出ていないと

ころでございますけども、参考といたしまして、昨年度、視察で見ていただきま

した倉敷市のクリーンセンター、こちらの方の基幹改良設備の例でございますけ

ども、規模が私どもクリーン２１長谷山が１日当たり２４０ｔの焼却炉でござい

まして、それよりも少しだけ大きい３００ｔ炉というところなんですけども、そ

こでかかった基幹改良の工事費が税抜きで約４７億円というところでございまし

た。こういう形になるかどうかはちょっとまだわからないんですけども、参考に

しかなりませんが、今後、そういうような感じになっていくのかというふうには

考えております。 

 最後に、排水処理のそれぞれの放流先でございますけども、奥山排水処理施設

からの放流先は長谷川になっております。グリーンヒル三郷山の放流先は田原川

になっております。 

 以上です。 

 

○谷 直樹委員長 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 ごみの質であるとか生活様式の変更などで変わってくるのも寿命

だという、今の答弁、何となくはわかったんですけど、ただ、先ほどもありまし

たけど、人口減少とともにごみの量も減っていかないといけないし、よりリサイ

クルの方を推進して可燃ごみを極力減らす、紙類なども全て古紙回収とか、本当

に可燃ごみを減らしていけば焼却施設はもっともっと規模は縮小できると思うん

ですね。そういう意味からいえば、今後の人口減少、それから環境行政を担って

いる衛管が自治体と一緒になって、ごみの減量を旗を振ってもらって、極力焼却

施設の更新とか改良工事に費やす費用を本当に減らしていくということも含めて、

今度の検討業務に当たっていただきたいなというふうに思いますし、これは要望



 

49 

しておきたいと思います。 

 それから、奥山埋立処分地の方は長谷川という川にこれからも流していかない

と法違反になるということでは、きっちり厳格に守っていただく改良をしていた

だきたいというふうに思います。 

 あと、ちょっと最後、概要書の３１ページになるんですけれども、グリーンヒ

ル三郷山の埋立処分実績及び計画なんですが、ちょっと何点か教えていただきた

いんですけども、令和２年の実施計画の埋立量のところの処分量が６２０㎥とい

うことで、それ以外の年度の数字とかなりかけ離れているように思うんですけれ

ども、少ないのはなぜなのか教えてください。 

 それから、残余量が減少していってて、今後の見通しが非常に気になるところ

なんですが、今後の見通しについても教えてください。 

 以上です。 

 

○谷 直樹委員長 親見グリーンヒル三郷山所長。 

 

○親見善人グリーンヒル三郷山所長 まず最初に、令和２年度の実施計画６２０㎥

について説明させていただきます。 

 概要書の２２ページ、一般廃棄物（ごみ）処理実施計画についての表の中段よ

り下、埋立処分のところで、直接埋立不燃物その他資源化ダスト１,００７ｔのう

ち、６１６ｔと小動物不燃物（骨）１ｔ、クリーンピア沢土砂類６９ｔ、計６８

６ｔ、これを容積に換算いたしまして６２０㎥を埋め立てする計画とさせていた

だいております。この計画の主な埋立物といたしましては、先ほど申しました直

接埋立不燃物その他資源化ダスト６１６ｔのうち、組合市町から搬入される土砂

類等の不燃物５０６ｔを主に埋め立てをさせていただく計画としております。 

 概要書の３１ページ、令和３年度から１５年度計画まで、３年度から１１年度

までは３カ年でそれぞれ３,１５０㎥、令和１２年度から１５年度の４カ年におき

まして４,２００㎥を計画量、もしくは推計値という形で理解していただければあ

りがたいと思います。単年度、１年度で１,０５０㎥とさせていただいております。

この１,０５０㎥につきましては、やはり埋立処分量については変動いたしますの

で、来年度、２年度につきましては、実施計画６２０㎥とさせていただいており

ますけども、令和３年度以降、同じ計画量ということにはなりません。埋立量は、

変動いたしますので、変動分を想定いたしまして１,０５０㎥とさせていただいて

おるところでございます。 

 この内訳につきましては、今年度の埋立処分実施計画量、ｔ数でいきますと、

先ほど言いました６８６ｔとその直接埋立不燃物その他資源化ダストの上段に破

砕選別不燃物４,３１９ｔがあります。このうちの１９６ｔを変動分として加算い

たしまして合計８８２ｔ、１,０４５.７０㎥端数整理いたしまして、年間１,０５

０㎥という形で計画させていただいております。考え方といたしましては、令和

３年度以降は６２０㎥から１,０５０㎥の間で推移するものと考えております。 

 残余量と今後の見通しにつきましては、やはり委員ご指摘のように残余量は減

少しておりますが、一定の埋立残容量と埋立期間にも、猶予がありますので、今

後の埋立量の推移、処分地の残余量を的確に把握していくことによって、今後の
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埋め立ての将来展望、いずれは埋立処分地が終了する時期が参りますので、こう

いったところの検討を要する時期を見定める必要があると考えております。これ

が中長期的な課題であるというふうに考えております。 

 以上です。 

 

○谷 直樹委員長 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 済みません。ちょっと途中の説明がよく理解できなかった部分も

あるんですけど、結論から言えば、令和２年度も最終は年間処分量は１,５００㎥

ぐらいになるという理解でよかったんですか。令和１年の見込みが１,５２９㎥な

ので、それぐらいには破砕選別不燃物とかいろいろ入れたら、それぐらいになり

ますよというような理解でよかったのかどうか、ちょっと確認だけしておきたい

と思います。 

 それと、残余量は中長期的な目標として満杯になったときのことも考える時期

が来るということですけど、満杯になったときにはその新たな埋立処分地を確保

しなければいけないということの理解で、土地はどこかでつくるというような理

解でいいんでしょうか。 

 

○谷 直樹委員長 親見グリーンヒル三郷山所長。 

 

○親見善人グリーンヒル三郷山所長 埋立処分地に対しましては、確かに次期最終

処分地の整備、あとは延命化しておりますので、延命化工法があります。嵩上げ

工法、例えば埋立容量が２０万㎥あります。２０万㎥を２５万㎥にする。掘り返

し工法、埋め立てたものを掘り返して、リサイクルできるものとできないものに

分別いたしまして、リサイクルできた分だけ容積が減少させることができるとい

った方法もあります。次期最終処分場の整備を含めまして、これらを検討し総合

的に判断する必要がある、このように考えます。 

 今年度の埋立見込みにつきましては、災害の影響により１,５２９㎥とさせてい

ただいております。この影響を除きますと、概ね１,０００㎥前後で推移するもの

と考えます。 

 

○谷 直樹委員長 亀田委員。 

 

○亀田優子委員 ありがとうございました。大体わかりました。 

 本当に私たち自らが出すごみの最後まで行方を、やっぱり追っていって、私た

ちも、やっぱり責任を持って、見届けなあかんなというふうに思っていますので、

何かといろいろ業務するに当たって、大変なことがあると思うんですけれども、

ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。 

 以上で終わります。 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 若山委員。 
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○若山憲子委員 済みません。１点だけお伺いしたいんですけれど、３ページの各

工場の運営経費の状況ということで、ごみ焼却費、いわゆる５４.４％に当たるわ

けですけど、このごみの焼却費の、いわゆる焼却費用を、例えば１ｔ単位とか、

もう少し実際にはどれぐらいかかっているというのを教えていただきたいなと思

うんですけれど、それはなぜかというと、私とこでもごみ処理基本計画があって、

中間見直しがされている中で言うと、城陽市の場合は可燃ごみがなかなか減らな

い、個人の出している分は少し減っているんですけれど、事業系の可燃ごみが減

らないということで、それが課題になっていて、どうしても可燃ごみのところが

大きな課題になっていて、それは、いわゆるこの衛管の分担金のところでいうと、

占めている割合でいうても、全体の予算４０億３,６００万ほどのところで３２億

５,９００万が分担金を占めているということでいうと、それを減らそうと思った

ら、ここに丁寧に行革のことも全部知らせていただいているんですけれど、これ

以上職員の関係とか行革の関係でなかなかできることが少ないなと思うんですよ。

それで、最終的にごみを減らすのは各市町の実施努力ですけれどね。それでいう

と、もう少しここ、そのごみを処理している衛管として、例えばもう少し各市町

とか住民のところの皆さんにわかりやすくするためには、ごみの焼却処理の費用

ですね、どこまでその中に入れるのかという部分があるんですけれど、衛管やっ

たらこの焼却施設の建て替えとか、いろんなそこにかかわる部分もあるんですけ

れど、焼却処理費用というのをもう少しわかりやすく教えていただきたいなと思

うんですけれど。それでまた私たちもそれを各市町のところでの、いわゆるごみ

減量につなげていきたいと思っているんですけれど。 

 

○谷 直樹委員長 答弁できますか。 

 

○若山憲子委員 例えば、ほら、２２ページのところで量が出ていて、それで費用

のところで単純に割ってもいいものかどうかがわからないので、これ、教えてい

ただけますか。 

 

○谷 直樹委員長 橋本総務課長。 

 

○橋本哲也総務課長 ちょっと厳密に処理単価という形での数字は持ち合わせてい

ないんですけども、単純に今回の予算で、例えばクリーン２１長谷山にかかって

いる人件費、それからクリーン２１にかかっている運転経費、工事費も含めて全

ての経費、こちらの方を足しまして、それからそこでかかっている、例えば発電

の収入、こんなんを差し引きまして、単純にごみ焼却費の今回の長谷山の方で想

定されている焼却量、これを割り戻しますというふうにしますと、大体ｔ当たり

１万８,０００円という形になります。あくまでもこちらの方は今年度の予算だけ

を足していますので、本来であれば、過去の建設にかかっている公債費であると

か、当然、そういうようなものも含んでいくべきかなと思いますけども、単純に

足せば１万８,０００円になるかなと思います。 

 言われていますように、ごみ焼却経費が、ごみが減れば焼却費も下がるという
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ような形にもなるんですけども、それは変動的な薬品であるとか、そういった部

分は当然、そういうことになるんですけども、当然、工場を運営していく上での

人件費、これは１ｔ下がったからといって、人件費が下がるものでもございませ

んし、維持管理にかかる経費、オーバーホールに係る工事費、修繕料、こういっ

たものは建てた段階で当然、発生してきますので、そういう意味ではごみが減っ

たからといって、ごみ焼却費がたちまち下がるものではないという形にはなって

きますけども、単純に計算すれば、そういう形になるかなというふうに考えてお

ります。 

 

○谷 直樹委員長 若山委員。 

 

○若山憲子委員 今、予算の単純に長谷山のところでの金額で割り戻してもらった

ということでね。そのごみ焼却にかかる費用というのは全てだと思うんですよ。

建物の償却資産も含めて、単純に、今おっしゃったように、ごみの量が減ったか

ら焼却するところの量だけではなかなか見られへんと思うんですけれど、衛管と

しては、そこに責任を持たんなんわけですから、もう少し具体的にその焼却処理

費という言い方がいいとかどうかわかりませんけれど、例えばこのごみが減った

らその費用はこれだけ減りますよということをもう少し客観的な、過去からのも

のも含めて出していただけたら、少し住民の方に説明がしやすくなるのではない

かなと思いますので、そこの辺のところ、それは今後のこととしてお願いしたい

なというのが１点要望と、それとそういうことを、先ほど、いわゆる各市町との

担当者会議の中でいろいろ行政、環境衛生についての意見交換のやりとりをして

いるというようにおっしゃっていたと思うんですけれど、このごみのところで言

っていいのかどうかわかりませんけど、例えば広報についても、少し各市町との

連携をしながら、ごみの、いわゆる減量に向けてのそういう広報のあり方なんか

もそこでもぜひ検討していただきたいなと、これも要望しておきます。 

 以上です。結構です。 

 

○谷 直樹委員長 いいですか。 

 

○若山憲子委員 はい。 

 

○谷 直樹委員長 ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質問がないようですので、以上で衛生費についての質疑

を終結いたします。 

 

［歳入全款］ 

 

○谷 直樹委員長 それでは次に、歳入全款についての説明を求めます。 
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 西岡事業部長。 

 

○西岡正喜事業部長 それでは続きまして、歳入全款についてご説明申し上げます。 

 まず、分担金及び負担金でございます。 

 予算書７ページから８ページをご覧願います。 

 分担金及び負担金は、３市３町からの市町分担金として、８ページの表の下段

の合計欄の一番右の計でございますが、し尿分担金５億６,６８９万２,０００円、

ごみ分担金２６億９,２１６万８,０００円、合計３２億５,９０６万円を計上いた

しております。 

 概要書の１６ページをご覧願います。 

 ここでは、事業費及び分担金の推移を記載いたしております。棒グラフでお示

しをいたしておりますのが事業費、折れ線グラフでお示しをいたしておりますの

が分担金の推移でございます。 

 冒頭でもご説明を申し上げましたが、これまで建設事業の実施や団塊の世代の

退職者数の増加により、歳出総額が増加する中での市町分担金につきましては、

その負担の平準化に最大限努力してまいりましたが、令和２年度につきましては、

折居清掃工場更新事業に係る公債費の増加により、ごみ処理施設建設経費が増加

し、ごみ分担金が増加したものの、し尿等の搬入量の減少や、し尿収集運搬委託

台数の減少等に伴い、し尿分担金が減少しましたことで、分担金につきましては

対前年度比較で２７２万８,０００円の減額となっております。 

 なお、構成市町分担金の詳細につきましては、概要書の１０ページ、１１ペー

ジに記載をいたしておりますので、ご覧おき願います。 

 続きまして、予算書にお戻りいただきまして、９ページの使用料及び手数料を

ご覧願います。 

 使用料では、行政財産使用料として鉄塔敷や職員駐車場等の用地使用料１２３

万１,０００円を、手数料では、衛生手数料として４億７,１４９万２,０００円を

計上いたしております。 

 概要書の１２ページをご覧願います。 

 し尿処理手数料は、下水道の進捗により、し尿収集対象世帯が前年度比較８.

３％減となる３,００１世帯と見込んでおり、引き続き減少いたしております。 

 また、浄化槽汚泥手数料につきましても前年同量比較で７.９％の減少見込みと

なっております。 

 ごみ処理手数料につきましては、事業系の可燃ごみ及び不燃ごみの搬入量の増

加に伴い、対前年度比較で２,２５３万７,０００円、６％の増額の見込みとなっ

ております。 

 概要書１２ページの一番上に四角で囲んでおりますが、これら清掃手数料に行

政財産使用料を加えた合計では４億７,２７２万３,０００円で、対前年度比較１,

８３３万２,０００円の増額となっております。 

 次に、国庫支出金でございます。 

 予算書では９ページの下表、概要書は１２ページの下段に記載をいたしており

ますが、概要書をご覧願います。 

 クリーン２１長谷山の長寿命化等検討業務に係る循環型社会形成推進交付金と
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して３９９万８,０００円を計上いたしております。交付金の交付率につきまして

は、３分の１となっております。 

 次に、予算書１０ページの財産収入をご覧願います。 

 まず、財産運用収入では財政調整基金及び転廃業助成基金の運用収入、合わせ

て１９万８,０００円を計上いたしております。 

 次に、財産売払収入では、資源化物の売却収入等、合計８,３６５万９,０００

円を計上いたしております。 

 資源化物等の売払収入の明細につきましては、概要書１３ページの下表をご覧

願います。 

 資源化物のペットボトルの売却価格の上昇等により、前年度比較で右下に記載

しているとおり、１,０８５万３,０００円の増額となっております。 

 続きまして、予算書１０ページへお戻り願います。 

 １０ページ下表の繰入金でございますが、歳出面で転廃業助成金が３台分発生

することから、転廃業助成基金から１億１,３６１万円を繰り入れすることとして、

予算を計上いたしております。 

 続きまして、諸収入でございますが、予算書では１１ページ、概要書では１４

ページの下表に記載しておりますが、概要書をご覧願います。 

 内訳といたしまして、組合預金利子として、歳計現金等の運用利子７万７,００

０円を計上し、雑入としてクリーン２１長谷山及びクリーンパーク折居の廃棄物

発電収入やエコ・ポート長谷山の工房教室参加料など、２億９,９１８万６,００

０円を計上いたしております。余剰電力売却単価が上昇したことにより、諸収入

の総額で前年度比較１,６２８万９,０００円増額の２億９,９２６万３,０００円

を計上いたしております。 

 最後に、組合債でございますが、予算書では１１ページの下表、概要書では１

５ページに記載しておりますが、概要書をご覧願います。 

 令和２年度は大阪湾広域廃棄物埋立処分地整備事業に充当する財源として３９

０万円の借り入れを予算計上いたしております。 

 なお、折居清掃工場更新事業の完了に伴い、前年度比較で３億８,８１０万円の

減額となっております。 

 以上、歳入全款の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお

願い申し上げます。 

 なお、予算書３８ページに債務負担行為に関する調書、３９ページに組合債の

現在高見込み額に関する調書、４０ページには令和２年度の市町分担金負担率表

を添付いたしておりますので、ご覧おき願います。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○谷 直樹委員長 これより歳入の全款の審査に入ります。 

 質疑はございませんか。 

 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 概要書の方で申し上げますと、５ページなんですが、し尿関係の

経費の中で、し尿収集運搬委託料と、し尿収集運搬に要する経費が１億８,７２３
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万４,０００円と、その徴収事務に関する経費２５９万円、合わせると１億９,０

００万ほどになります。 

 一方で、１２ページのところで、し尿収集処理手数料というのを見ますと、世

帯数が３,０００世帯で、金額が２,６６５万３,０００円、従量制の方でも２,７

３９万１,０００円と、これを収集して、いただくというふうなことになるわけで

すけれども、これだけ１億９,０００万ほど出るのにこれだけを収入といいますか、

そういうことでこのくみ取りで利用されている方というのは１カ月７５０円の徴

収なんですね。それはずっと長いこと７５０円かというふうに思っているんです

けど、何で７５０円なのか。ずっと先の話では何か物価のスライドに合わせてと

いうふうな、一方でそういう話もあるのにこの７５０円しか徴収しないという、

そのあたりのことについてお聞かせください。 

 

○谷 直樹委員長 花畑業務課長。 

 

○花畑久仁浩業務課長 組合の手数料については、し尿処理手数料は人頭制から世

帯制に移行したのが、それが平成８年なんです。これがその前は人数によってお

金が上がっていくという形のものでしたんですけども、平成８年度で定額になり

ました。それが７５０円で今も変わっておりません。基本的にはその当時は受益

者負担を考慮しながら、近隣団体の状況や、今の検討要素の中では管内の下水道

世帯も大分普及してまいりましたので、この公平性も踏まえて検討していきたい

としております。ですので、今、７５０円ですけども、検討していきたいと考え

ております。受益者負担を考慮しながら、当時は受益者負担、また近隣団体の状

況を見ながら７５０円を定額制になったんですけれども、今回、また改定が１０

月に消費税が変わっていますので、これから検討課題かなというふうに考えてお

ります。 

 

○谷 直樹委員長 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 ７５０円は驚くほど安いですね。主婦感覚にしましたら、下水道

が通ったら、つなぎますね。そうすると、１カ月仮に水道料金１万円使っていた

ら、その倍かかりますよ。それがこのし尿処理では７５０円で済むと。なかなか

下水道につないでいただけない理由、それぞれいろんな事情があるんですけれど

も、やっぱりあまりにも安過ぎるというのも何かと思いますし、これだけ費用が

かかっているのに個人の負担が７５０円というのはいかがなものかというふうに

私は思っております。非常に不可解です。それまで７５０円じゃないとおっしゃ

いましたね、平成８年以降はそれまでは幾らぐらいだったんですか。私はずっと

この安い金額しか聞いたことがなかったんですけど。だから、何で７５０円に設

定されているのかということもお聞きしたいんです。 

 

○谷 直樹委員長 花畑業務課長。 

 

○花畑久仁浩業務課長 平成８年以前の人頭制の値段ということで参考までに、１
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人ですと２７０円でした。２人ですと７６０円になっております、２人世帯にな

りますと。一人一人増えていくと値段が加算されていくわけなんですけども、７

５０円になった経過としましては、その当時、ほぼ値上げの影響がないとして、

２人世帯７６０円でしたので、これより多い家庭に対しては、言うなれば、値下

げになってしまうということで、影響がなく、理解を得られるということで平成

８年当時は検討されて、金額的にいうたら、７６０円から７５０円、１０円ちょ

っと下がった状態ですけども、２人世帯でも値下げになるという形の価格帯にな

っております。ですので、二十数年間ですけども、見直しを行っていってきてい

ないということでしたけども、消費税も上がりましたので、これからの検討課題

かなということでご理解願いたいと思うんですけども。 

 

○谷 直樹委員長 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 しつこく言いませんけど、大方２億ほど、１億９,０００万かかる

ことにこれだけしか自己負担をしないというか、私はものすごい不思議なことで、

転廃業で三千数百万、それも出してきているわけですよ。だから、下水道をつな

いで水道料金の倍ぐらいになって、なおここのところのこういう負担をしなくち

ゃいけないというのは、私は何かつり合いが非常にとれへんなという思いがずっ

としていました。 

 私はずっとその担当課長会議というのがあるからと言うてはったので、ちゃん

と言うてください、城南衛管へ行ったら、こういう声が出ていると言ってくださ

いと言うて、もう久しくなりますけど、全然これ、変わらない状況で、今日まで

来ています。 

 あと３,０００世帯かもしれませんけど、やっぱりここの私は非常に不均衡やと

思いますので、他市を見てください。ほか、変わっているところもありますよ。

このままのところもありますけど、あまりにも、１人２７０円で２人で７６０円

で、上がったとしたって、そんな大人数も家庭もいやはらへんやろうし、やっぱ

り７５０円に設定しはること自体、私は何か非常に不可解な思いがしますけど。

その７５０円の根拠は何なんですか。だから、１人２６０円の根拠というのも、

これだけお金がかかっているのにこれだけ集めはらへんというのも非常にわから

へんことなんですけど、そのあたり、わかる範囲で教えてください。 

 

○谷 直樹委員長 花畑業務課長。 

 

○花畑久仁浩業務課長 過去の負担の経過というか、説明をわかる範囲ですけども。

まず人頭制においては、収集運搬経費、昭和４５年、大変古いんですけども、こ

の当時で収集運搬経費の半分、５０％の料金をその当時の人数で割りましょうと。

半分は持っていただきましょうと、負担していただきましょうということでなっ

ております。１人当たりでいいますと、この当時は２４４円となっていますね。

それから、昭和５６年にはこれが管理部門経費と処理部門経費というのがありま

して、公債費、減価償却費を全てこれに加えて、収集運搬経費に加えます、それ

の３５％を住民に負担していただきましょうということでなっておりまして、世
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帯割では１７０円、人員割では２３０円としております。 

 こういった経過がありまして、長らく３５％の受益者負担ということで、考え

はあったわけなんですけども、平成８年に改定となったのは、それまでは人頭制

でいろいろ人数によって料金が変わるということで、社会情勢としまして、まず

料金の簡素化を図ろう、言うなれば、人によって値段が変わるんではなくて、わ

かりやすい料金体系にしようということがありました。それで事務経費を何とか

削減できないかということがありまして、その当時はし尿も元気といいますか、

量も多かったわけなんですけども、登録していただいていますので、人の人数を

聞かないといけません。何人お住まいですかと。こういう手間を省きまして、定

額７５０円という、値段の方の根拠としましては、価格改定で２人世帯にほぼ影

響ない、それ以上は値下げになる、住民に理解が得られやすい形の値下げ、１人

世帯が値上げとなりますが、ほぼ影響はないでしょうという、当時、議会でも議

論されまして、理解を得られた金額となっております。 

 その当時、二十数年たっているわけなので、委員のご指摘のとおり、消費税も

上がりましたし、検討課題としては認識しておりますので、これから検討等しま

して、やっていきたいなというふうには考えております。 

 

○谷 直樹委員長 関谷委員。 

 

○関谷智子委員 これ、最後にしますけど、例えば昭和４５年に５０％の負担とい

うのがいいのかどうなのか、私にはわかりませんけれども、今、そういう考えで

いったとしたら、ほんまに４分の１の負担をしていただいているだけというふう

な、２５％の負担をしていただいているような状況にもう変わっているというこ

とと、それと下水道につないだところとつないでなくてこういう形のところとの

あまりにも差があり過ぎるという、やっぱりこの辺はしっかりと是正をして、早

急に見直しを図っていただきたいというふうに要望しておきます。 

 以上です。 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 馬場委員。 

 

○馬場 哉委員 予算書の９ページ、概要書の１２ページなんですけども、し尿処

理の手数料は現状２カ月ごとに口座振替と納付書での納入をお願いしていると思

うんですけれども、近年の徴収率の推移と納入通知書、金融機関に持ち込んで納

付する手続ですけれども、住民さんの利便性を考える上で、バーコードつきの納

付書を発行するというのができて、コンビニエンスストアの納付が可能やと思う

んですけども、それについての今後の導入についてお聞きしたいと思います。 

 

○谷 直樹委員長 花畑業務課長。 

 

○花畑久仁浩業務課長 まず、コンビニエンストアの納付の導入を考えるという形

でよろしいでしょうか。 
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○馬場 哉委員 はい。 

 

○花畑久仁浩業務課長 構成団体等で導入されています税金等におけるコンビニエ

ンストアの納付につきましては、住民サービスの一環として昨今導入されるとこ

ろも多いです。この間、研究も私どもは、し始めたところなんですけども、し尿

の定期収集における全体件数は平成３０年度実績で、３,６４０件であり、納付方

法はそのうち約８割は口座振替となっております。約２割が納付書払いであり、

納付書を送りましてお支払いいただいていると。しかし、下水道進捗に伴い、し

尿世帯は年々減少をしております。参考としまして、うちの推計ですけども、令

和９年度でし尿世帯が２,０００件を切っていくということではないかというふ

うにも推計しております。 

 また、口座振替に係る金融機関の現行事務取扱手数料は口座振替と納付書とと

もに１件当たり３円の手数料をお支払いしております。郵便局は口座振替のみで

１件当たり１０円でございます。一方、コンビニエンスストアで納付されますと、

１件当たり約６０円の事務取扱手数料が組合負担となりますほか、ＣＮＳの地銀

ネットワークサービスへの問い合わせですけども、基本料、使用料の負担や当該

納付書をコンビニエンスストア仕様とするためのシステム改修費用が必要となり

ます。例えば、コンビニエンスストアで市町の住民税約３万円を納付される場合

と、当該し尿手数料２カ月分で１,５００円を納付される場合も同額の約６０円の

手数料が必要であります。また、当該し尿手数料の納付書支払いによる件数は各

月で７９０件であります。そのうちどの程度コンビニエンスストアの納付を利用

していただけるのか。月１００件未満の利用となれば、コンビニエンスストア納

付は受けてもらえないというコンビニエンスストア側の事情もあり、微妙な状況

にあります。 

 このように費用対効果面等の諸課題を抱えている状況があります。ということ

で、こちらの方は答弁させていただきます。 

 

○谷 直樹委員長 馬場委員。 

 

○馬場 哉委員 今の件はわかりました。 

 それ以外にクリーン長谷山で住民さんのごみの自己搬入のときにも処理手数料

を納入されていると思うんですけども、このときに昨今のキャッシュレス化社会

ということで、公金管理の点、また事務事業の効率的の点から考えて、もし可能

であれば、キャッシュレス決済を導入できるかなと思うんですけども、それにつ

いて検討される予定はございますか。 

 

○谷 直樹委員長 山田会計管理者。 

 

○山田達也会計管理者 キャッシュレス化の検討課題についてご説明申し上げます。 

 キャッシュレス化につきましては、政府は消費税増税とあわせて、積極的にキ

ャッシュレスを推進しており、口座から現金を引きおろす手間が不要となるほか、
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現金を持たなくてよいので安全であるとか、振り込みの手間がなくなる、決済ご

とにたまるポイント付与などのメリットがあり、構成市町である宇治市において

もキャッシュレス化による公金納付が始まり、キャッシュレス化の必要性を感じ

ているところでございます。 

 委員ご指摘のごみの自己搬入手数料のキャッシュレス化でございますが、市街

地と異なり、長谷山エリアにつきましては、スマートフォンの電波受信状況が良

好な状態ではないことや、ごみの量の計量システムをキャッシュレス化仕様にす

るためのシステム更新が伴うこと、手数料負担を本人または組合のいずれかにす

るかなど、費用対効果面等を整理する課題がございます。これら諸課題の整理を

行いますとともにキャッシュレス化についての検討、研究を行ってまいりたいと

考えております。 

 

○馬場 哉委員 結構です。 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質疑がないようですので、以上で歳入全款についての審

査を終結いたします。 

 以上で各項目ごとの審査を終結いたします。 

 

［総  括］ 

 

○谷 直樹委員長 これより総括質問を行います。 

 質問はございませんか。 

 大河委員。 

 

○大河直幸委員 総括的に本日の部局別の審査も踏まえてお聞きをしたいと思いま

す。 

 １つは、やはり本組合と委託事業者との関係であります。本組合の職員体制の

事業経過、ベテランから若手への技術継承の問題も指摘をさせていただきました

し、モニタリングの体制などについても指摘をさせていただきました。本組合が

これまでと同じように、当然、民間事業者、委託業者なしにこの事業を回してい

こうということはできないということは、私はそれは理解をしています。だから、

極端なことを申し上げて、民間事業を入れずにやれなどということを申し上げる

つもりはないわけでありまして、ただ、本組合が民間事業者に業務を一定お願い

するならば、その中で本組合が果たすべき役割というのが明確になってくるのか

なというふうに思っています。この点について、本組合が民間事業者との関係で

当然、緊張関係を持って対応しなければいけないと思うんですが、それに向けて

の組合の対応についてお聞かせいただきたいというふうに思います。 
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○谷 直樹委員長 野村専任副管理者。 

 

○野村賢治専任副管理者 組合の業務執行と民間委託の関係でございます。従来か

ら、できる業務については民間委託ということを進めておりましたけれども、私

はその民間委託につきましては、やはり民間の専門性を活用するというのがまず

第一であろうというふうに思っております。ただし、活用する場合においても、

廃棄物処理法におきましては、あくまでも市町村、私どものところでいいますと、

城南衛管がその最終責任を負っておりますので、その最終責任を持ちながら、可

能な部分については委託していく、そういう考えでおります。これからも委託で

するのか、直営でするのか、そういった話の内容については、委託でする方がよ

り効率的、効果的、しかも確実に業務処理が行えるという前提が大切だろうと思

っておりますので、これからの業務運営につきましても、そういう視点で進めて

いきたいというふうに考えております。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 業務運営をどう委託をしていくのかということだけではなくて、

委託をした後の本組合と委託先との関係についてもしっかりと緊張関係を持って、

指導、管理ができる体制を引き続きしていただきたいということを要望しておき

たいというふうに思います。 

 それともう１点、最後にお聞きしたいのは、本組合は当然のところ、一部事務

組合であります。今、環境の問題などが相当世間では注目を浴びています。マイ

クロプラスチックの問題なども注目を浴びています。市町のところで言いますと、

収集業務が中心になっていますので、やはり住民の皆さんからちょっと一部事務

組合は遠いところにある、なかなか見えないというふうに思うんですね。広報の

問題なども、少しだけ、もう一端だけお話をさせていただきましたけれども、住

民の皆さんと力を合わせて、そういった本当に注目されている環境の問題、リサ

イクルの問題などに取り組もうと思いますと、市町の皆さんとも力は当然、合わ

せなければいけませんけれども、城南衛生管理組合が一部事務組合といえども、

住民の皆さんの前にしっかりと見える組織でないといけないと、ごみ処理の家庭、

またリサイクルの家庭などについて、城南衛生管理組合が果たしている役割とい

うのを管轄の住民の皆さんにご理解いただかないといけないというふうに思うん

ですが、その点について、一部事務組合なんだけれども、やっぱりこの責任を果

たしていくという点についてのお考えをお聞かせいただきたいというふうに思い

ます。 

 

○谷 直樹委員長 野村専任副管理者。 

 

○野村賢治専任副管理者 城南衛生管理組合の最大の使命は日々のごみ処理でござ

いますけれども、最近の世の中の状況としまして、プラスチックごみをはじめ、

３Ｒ、地球環境の問題、こういったことが大きなテーマになってきております。

私ども、城南衛生管理組合はそうした主体となるべく位置づけられているという
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ふうに思っておりますので、委員からご指摘のございました、また別の委員から

もご指摘ございましたけれども、いろんな団体との連携をしっかり行っていくこ

と、そして住民の方に城南衛生管理組合を知っていただくこと、ということが必

要だと思っておりますし、本庁移転に際しましては、その本庁がそういう機能を

果たせるよう、これからその内容についてもしっかり固めていきたいというふう

に考えております。 

 

○谷 直樹委員長 大河委員。 

 

○大河直幸委員 今、専任副管理者から本庁移転のことについても言及がございま

したが、私は本当にいい機会だというふうに思っています。本庁が移る際には、

やはり住民の皆さんがそこに来られて環境の問題などを学ぶ、また自主的に参画

をしていただくような場として、城南衛生管理組合の役割を今後も果たしていく

ということをぜひ期待して終わりたいと思います。 

 

○谷 直樹委員長 ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷 直樹委員長 花畑業務課長。 

 

○花畑久仁浩業務課長 先ほど、過去の手数料の経過で間違いがありましたので、

訂正させていただきます。 

 まず、昭和４５年、２４４円と申しましたけども、世帯割で４０円、人員割が

６０円となっております。昭和５６年は、先ほど、これは変わりませんけど、世

帯割１７０円、人員割で２３０円。世帯割というのが基本料金、それに人が増え

れば増えていくという形になります。 

 以上でございます。 

 

○谷 直樹委員長 ほかに質問はないようですので、以上で総括質問を終結いたし

ます。 

 以上で全ての審査を終結いたします。 

 

［討  論］ 

 

○谷 直樹委員長 これより討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○谷 直樹委員長 討論がないようですので、以上で討論を終結いたします。 
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［採  決］ 

 

○谷 直樹委員長 これより議案第５号を採決いたします。 

 第５号議案について、原案のとおり決するに賛成の委員の起立を求めます。 

 

（賛成者起立） 

 

○谷 直樹委員長 全員起立であります。よって、議案第５号は原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託をされました議案の審査は全て終了いたしました。 

 なお、本会議における委員長報告の作成については、正・副委員長にご一任を

願いたいと思います。また、不適切な言葉等がございましたら、委員長において

精査させていただきますので、ご一任を願いたいと思います。 

 それでは、予算特別委員会を閉会するに当たりまして、一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

 本日は、委員各位におかれましては、終始熱心なご審査をいただきまして、厚

く御礼を申し上げます。また、理事者各位におかれましても、審査の円滑な運営

にご協力をいただきましたことに対し、ここに改めてお礼を申し上げます。また、

あわせて岩田副委員長のご協力によりまして委員会が滞りなく運営できましたこ

とを、ここに改めてお礼を申し上げます。 

 本日で、予算特別委員会の審査は全て終了したわけでございますが、改めまし

て皆様に御礼を申し上げまして、閉会に当たりましてのご挨拶とさせていただき

ます。 

 予算特別委員会の閉会に当たりまして、管理者から発言の申し出がございます

ので、お受けしたいと思います。 

 山本管理者。 

 

○山本 正管理者 予算特別委員会を閉会されるに当たりまして、一言ご挨拶を申

し上げます。 

 谷委員長、岩田副委員長をはじめ、委員各位におかれましては、終始ご熱心な

審査をいただきまして、まことにありがとうございました。そして、ただ今ご可

決を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 本日の審査を通じて委員各位からいただきましたご指導、ご意見をしっかりと

念頭に置きまして、適正な予算執行に一層努め、住民感覚に沿った組合運営に全

力を傾注いたしてまいる所存でございます。 

 また、組合事業の根幹でございます廃棄物の処理につきましては、安心・安全

な工場運営に万全を期すとともに、引き続き構成市町との連携を強め、管内の生

活環境の保全と循環型社会の構築に向けた組合の使命をしっかりと果たしてまい

りたいと存じます。 

 委員各位におかれましては、今後とも当組合行政へのより一層のご指導、ご鞭

撻を賜りますようお願いを申し上げますとともに、ご臨席を賜りました松峯議長、

小北副議長に厚く御礼を申し上げまして、閉会のご挨拶とさせていただきます。 
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 本日は、まことにありがとうございました。 

 

○谷 直樹委員長 以上をもちまして、予算特別委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

 

 

午後２時４０分閉会 
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